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ナ
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n
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書
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叫

亡
-

て

∵
∵

ト
ト
も

こ
山

h
け

柁

+
嘩
u

+

卵
割

｢
-

･

フ

ラ

ン

ク

王

国
の

前
史
と

し

て

の

メ
ロ

ゲ
イ

ン

グ

王

朝

期
の

研

究
が

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

で

こ

れ

ま
で

多
様
な

視

角
と

多
彩
な

課
題
の

も

と

に

遂

行
さ

れ

て

き

た

事
情
は

わ
が

国
で

も

周

知
さ

れ

て

お

り
､

ま

た

そ

の

中
で

､

メ

ロ

ゲ
イ

ン

グ

王

朝
の

国

家
統

一

の

内

容
に

関

連
し
て

当

時
の

貴
族
に

関
す
る

性
椿
分

析
が

重

安
な

一

間
題
点
を

(

1
)

な

す
こ

と

も

指
摘
さ

れ

て

い

る

し
､

そ

の

土
地

所

有
に

関
し

て

は

(

2
)

わ

が

国
で

も

最
近

注
目

す
べ

き

成

果
が

あ

げ

ら

れ

て

い

る
｡

本
小

稿
は
こ

の

時
期
の

貴
族
の

一

翼
た

る

｢

聖

界
貴

族
+

(

g
｡

賢
-

r

旨
e

→

A
(

訂
-

〉

常

夏
-

-

○

訂

A
ヨ
訂
t

O

打

岩
t

且

の

在
り

方

を

尋
ね

よ

う
と

す

る

も
の

に

過
ぎ

な
い

け
れ

ど

も
､

こ

こ

で

は

｢

聖
界
貴
族
+

の

存

在
を

自
明
の

前
提
と

す
る

こ

と
か

ら
で

は

な

く
､

む

し

ろ

｢

聖

界

甘

今

野

園

…

確

貴
族
+

と

は

何
か

､

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

史
に

お
い

て

｢

聖

界
貴
族
+

は

な
ぜ

､

ま

た

ど

う

問
題
と
な

る

の

か
､

と
い

う
素
朴
な

疑
問
か

ら

発
し
て

､

当

時
に

お

け
る

｢

聖

界
貴
族
+

の

存
香
自
体
を

問
い

､

併
せ

て

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

史
内
で

の

メ

ロ

ゲ
イ

ン

グ

時

代
の

も
つ

歴
史

的

性

格
の

究
明
に

資
そ

う
と

す
る

も
の

で

あ

る
｡

と
い

う
の

も
､

例
え

ば

わ

が

国
の

古
代

末

期
に

つ

い

て

貴
族

的
王

制
な

る

概

念
が

(

3
)

用
い

ら

れ
､

平
安
仏
教
に

閲
し

貴
族

仏

教
･

民

衆
仏
教
の

区

別

が

立
て

ら
れ

て

い

る

が
､

南
都

･

北

嶺
に

お

け

る

三

綱
や

門

跡
･

別

当

を

｢

聖

界
貴
族
+

の

概
念
で

把
え

う
る

か

香
か

｡

当

時
｢

南
都

仏
教
の

貴
族

化
は

完
成

し

た
+

と
か

､

｢

延

暦
寺
は

上

層

貴

族

に

(

4
)

異
な

ら

な
か

っ

た
+

と
い

わ

れ

る

と

き
､

そ

こ

に

｢

聖

界
貴
族
+

の

存
在
を

そ

の

ま
ま

肯
定

し

う
る

か

香
か

､

と
い

う
自
問
が

一

方

に

あ

る

か

ら
で

あ

る
｡

し

か

し
､

本

稿
の

主
た

る

意
図
ほ

｢

聖

界
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貴
族
+

の

概

念
そ

の

も
の

を

解
明

す

る

こ

と

に

は

な

く
､

通

常

｢

聖
界
貴
族
+

の

名
を

も
っ

て

呼
ば

れ

て

い

る

司

教
･

修
道
院
長

を

初
め

と

す

る

高
位

聖

職
者
が

メ

ロ

ダ
イ

ン

グ

王

朝
の

波
乱
に

満

ち

た

歴
史
的

経

過
の

中
で

も

ち
､

あ

る

い

は

も
た

ざ

る

を

え

な
か

っ

た

政

治

的
･

社

会
的

･

宗
教
的

性
蒋
を

検
討

す
る

こ

と

に

あ

る
｡

彼
ら
が

｢

聖

界
貴
族
+

の

名

に

価
す
る

か

ど

う
か

は
､

そ

の

結
果

自
ら

明

ら
か

に

な

ろ

う
｡

と
こ

ろ
で

､

メ

ロ

ゲ
イ

ン

グ

王

朝
の

支

配

者

層
あ

る

い

は

メ

ロ

ゲ
イ

ン

グ

社

会
の

上

層

階
級

に

A
仁

巴
}

ロ
○

♂

訂
∽

の

語

を

当
て

る

こ

と

は
一

般
化
し

て

お

り
､

ま

た
こ

の

語
を

わ

が

国
で

｢

貴
族
+

と

訳
す
こ

と

も

慣
例
と

な
っ

て

い

る
｡

厳
密
な

概

念
構
成
や

比

較

史
的

考
察
を

経
た

わ

け

で

は

な
い

こ

れ

ら

用

語

自
体
に

す
で

に

再

考
を

要
す
る

問
題
が

伏

在
し
て

い

る

が
､

こ

こ

で

は

立

入

ら

な
い

こ

と
に

す
る

｡

｢

聖
界
貴
族
+

を

含
む
こ

れ

ら

｢

貴
族
+

を

メ

ロ

ゲ
イ

ン

グ

史
に

つ

い

て

問
題
に

す
る

場
合

､

対

象
と

な
る

の

は

大

づ

か

み

に

言
っ

て

二

つ

あ

る
｡

一

つ

は

ガ

リ

ア

に

在
住
し
た
ロ

ー

マ

帝

国
の

元

老
院
議
員
階
層
と

そ

の

後
裔
で

あ

り
､

他
の
一

つ

ほ

フ

ラ

ン

ク

｢

貴
族
+

で

あ

る
｡

こ

れ

ら
二

つ

の

グ

ル

ー

プ

か

ら

出

た

｢

聖

界
貴
族
+

は

そ

れ

ぞ

れ
､

そ

の

属
す
る

民

族
や

そ

の

担
っ

た

文

化
の

点
で

相
当
の

懸

隔
が

あ

る

ば

か

り
で

な

く
､

政
治

的
･

宗
教
的

権
力

ア
パ

ラ

ー

ト

と

し
て

空

間
的
に

も

時
間
的
に

も

必

ず

し

も
並

存
し

て

い

た

わ

け
で

は

な
い

｡

例
外

は

も
と

よ

り

あ

る

け

れ

ど

も
､

空

間

的
に

は

ロ

ワ

ー

ル

河
が

両

者
の

大

略
の

境
界
を

な

し
て

お

り
､

時
間

的
に

は

ほ

ぼ

七

世

紀
初
頭
が

前
者
か

ら

後
者
へ

の

顕
著
な

交

替
期
を

な
し

て

い

る
､

と

言
っ

て

よ

い
｡

こ

の

間
､

ク
ロ

タ

ー

ル
一

､

二

世
に

よ

る
一

時
的
な

全

国

統
一

よ

り

は

む

し

(

5
)

ろ

ノ

イ

ス

ト

リ

ア
､

ア

ウ

ス

ト

ラ

シ

ア
､

ブ

ル

グ

ン

上
二

分

国
の

対

立
･

抗
争
と

離
合
集

散
を

恒
常
的
状
態
と

し

た

メ

ロ

ダ
イ

ン

グ

王

国
に

お

い

て
､

こ

れ

ら
セ

ナ

ト

ー

ル

階
層

や

フ

ラ

ン

ク
｢

貴
族
+

の

逢
着
し
た

個
々

の

有

為
転
変
は

ま
こ

と

に

深
刻
で

あ
っ

た
｡

し

か

し
､

彼
ら
の

聖

職
者
と

し
て

の

在
り

方
が

総
体

と

し
て

､

こ

の

政
治
的

激
動
と

共

に

変

貌
し

た

か

ど

う
か

は

自
ら

別

個
の

事
柄
に

属
す
る

｡

以

下

順
次
に

そ

の

実
態
を

顧
み

よ

う
｡

(

l
)

増
田

四

郎

氏

｢

フ

ラ

ン

ク

王

国

史

研

究
の

問

題
点

f
メ

ロ

ダ

イ

ン

グ

王

朝

期
を

中
心

に

I
+

(

『

一

橋

論

叢
』

四
二

巻
､

国

号
)

の

詳

細

な

学

界
展
望
を

参
照

｡

(

2
)

世

良

晃

志

郎

氏

｢

フ

ラ

ン

ク

時

代
に

お

け

る

貴

族

と

土

地

所

有
+

(

久

保
正

幡

氏

編
『

中

世
の

自

由

と

国

家
』

上
､

一

九

六
三

年
､

所
収
)

(

3
)

石

母
田

正

氏

｢

古

代

史

概

説
+

(

岩
波

講

座
『

日

本

歴

史
』

第
一

巻
)
､

お

よ

び

北

山

茂

夫

氏

｢

摂

関

政

治
+

(

同

上

第

四

巻
)

を

参
照

｡

●

甘
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j
r

l

`

一

(

4
)

常
田

香

融
･

田

村
円

澄
氏

｢

平

安

仏

教
+

(

同

上

第

四

巻
)

一

八

三
､

一

九

七

頁
参

照
｡

(

5
)

タ
ロ

ー

ダ
イ

ス

の

四

子

は

声
e
-

日
仏

､

∽

○

訂
∽

O

n
､

勺
p
r

首

○
?

-

か

巴
-

∽

の

主

と
し

て

区
別

さ

れ

た
の

で

あ
っ

て
､

こ

の

分

国

名
は

後

に

生

れ

た
｡

五

六
一

-
五

六
七

年
以

後
(

E
仁
g
e

ロ

E
弓

-

g
)

→
ユ
e

→

-

m

呂
e

3
エ
ロ

g
e

∃
e
-

O

F
"

C
i

5 .

訂
∽

〉

S
t

p
一

ぎ
ー

せ
一

班
t

仁

ヨ
ー

→
r

岩
.

→

.

-

設
♪

叩

∞

ヰ
)

と

も
､

五

八
七

年

A
ロ

d
e
-

O
t

条
約

締

結

頃

(

句
.

P
O
t

〉

P
p

抄

n

d

白

日
O

n

計
P

ロ
t

-

β

岳
e
t

】

P

d
か

b

已
d

日

日
〇

七
e

日

中
粥
e

}

勺
P

ユ
仏

-

況
-

-

ワ
山

加

こ

と

も

言
わ

れ

る
｡

両

説
と

も

典

拠

を

､

1

●

†

示

し

て

い

な
い

が
､

G
r

e

的
○

→

く
O

n

→
○
仁

諾

の

H
-

∽

ど
ユ
p

勺

岩
戸

0

0

コ
一

日

に

A

宏
t

岩

賢

の

名
が

初

出

す
る

の

は
五

六

〇

年
代

で

あ

る

(

J

旨

く
.
旨
p

+
丘

｡

二

セ

ナ

ト

ー

ル

出
身

聖

職
者
の

動

向

と

実

態

ま

ず
セ

ナ

ト

ー

ル

階
層

出
身
聖

職
者
の

一

般
的

動

向

は

次

表
に

ょ
っ

て

概

観
す
る

こ

と

が

で

き
よ

う
｡

表 Ⅰ セ ナ ト ー ル 階層,
聖職者 ･ 世俗人 分類

世 俗 人

計

官職保 有 者1 在 野 人
聖 職 者

俗
聖

性
別

′
-

U

5

1

』
丁

′
L

U

1

3

4

7

7

4

2

5

8

0 5

0

0 5

4

8

2

0

1

子

子

男

女

計

§. 官職 保有者で後むこ聖職者I こ な
っ

た 者は後者 yこ算 入･

表 ⅠⅠ 聖職者 ･ 世俗人 , 世紀別分顆

世 俗 人

計

官 職 保 有 者l 在 野 人

俗t 聖職 者

紀

世

聖

っ

J

3

1

0
ノ

5

1

0
ノ

2

5

2

2

1

3

2

′

0

2

2

0

4

2

q
/

1

1

0

0
ノ

l

′

L

U

3

0

3

5

2

0

2

4

9

0

1

1

4

′
h

U

l

三

四

五

六

七

八

§. 年代不明者2 名を 除 い た 40 9 名トニ つ い て の 分顆 ･

§. 二 つ の 世紀に 跨 る者 は 両世紀 に重複 して 算入 ･

表 ⅠⅠⅠ 聖職 者の 経歴別 ･ 世紀別分類

数B I c 】 D l 捻

2

4

9

0

1

1

4

∠

U

l

7

0

3

5

0

2

4

ご首､軍I A

3

4

0

3

0

1

2

四

五

六

七

八

§. A ほ 最初 か ら の ( S C も o n f r 包も i n d e n
g

ei st li c b e n S t a l ld

t r et e n d e n ) 聖職者
,

お よぴ 2 0 歳代以前 に 聖 射 こ 入 っ た こ と の

明 ら か な者 .

§. B ほ官職保有者か ら聖職甘こ転 じた者 ,
2 0 歳代以前 でもか つ て 官

職 に あ っ た 者は こ の 項 に 入 る ･

§, C は前歴不明 の 聖職者,
お よび在野 か ら直接聖職 に 転 じた 者 ･

§. D は修道院長 お よび修 道士
,

D は A
,

B と重複す る者カ'; 多い
,

重複 し な い の ほ五 世紀 の 9 名中 の 2 名の み ･ た た し ,
C と の 重

複ほ な い .

§. 右端の 総数已･ま各地紀毎 の 総数 で
,

A
,

B
,

C
,

D の 合計 とは一致

しな い .

( 以 上の 三乗 は E . F . S t r o b e k e r
,

D e r s e n at o ri s 血 e

A d e l i n s p
昆t a n t i k e n G al l i e n

,
T 丘 b i n g e n 1 9 4 8

,
S S ･ 1 3 7 -

2 2 7 所収の P r o s o
p

o g T a p b i e z n m s e n a t o ri s e b e n A d e l i m

S p まt a n t i k e n G a l li e n に よ
っ

て 作風 )
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本

表
は

声

ワ

∽

汀
O

F
e

訂
→

が

三

世

紀
末
か

ら

八

世

紀
初
頭
に

亘

る

時
期
に

ガ

リ

ア

に

在

住

し

た
､

な
い

し

在
住
し

た

こ

と
の

あ

る

四
一

一

名
の

聖
俗
セ

ナ

ト

ー

ル

階

層
に

つ

い

て

集
録
し

た

｢

略

歴
+

を

筆
者
の

便
宜
に

従
っ

て

数
字
化

し

た

も
の

に

過
ぎ

な
い

｡

∽
t

3

訂
訂
→

の

掲
げ
る

四
一

一

名
は

当

該

時
期
に

お

け
る

セ

ナ

ト

(

1
)

-

ル

階
層
の

総
数
を

示

す
も
の

で

は

も

と

よ

り

な
い

が
､

少
な

く

と

も

そ

の

名

前
と

経

歴
の

知
ら
れ

て

い

る

者
は

ほ

ぼ

包
括
さ

れ

て

い

る
､

と

考
え

て

よ

い

だ

ろ

う
｡

こ

の

四
一

一

名

中
聖

職
に

在
っ

た

者
と

文

武
の

世

俗
詔

官
職
に

在
っ

た

者
と

の

数
は

ほ

ぼ

相

等
し

い

(

表

Ⅰ
)

｡

こ

れ

を

世

紀
別

に

見
る

と

世
俗

官

職

者
は

五

世

紀

が
､

聖

職
者
は

六

世

紀
が

ビ

ー

タ

を

な

し
て

い

る

(

表
Ⅱ
)

｡

と
こ

ろ

が

五

世

紀
に

お

け
る

世

俗
官
職

者
数
の

ピ

ー

ク

は

四

世

紀
と

比

較
す
る

と
､

総
数
に

お

け
る

約
二

･

四

倍
増
(

九
三

名
か

ら
二

ニ
ー

名
へ

)

に

対

し

約
一

･

三

倍

増
(

三

九
名

か

ら

五
一

名
へ

)

に

過

ぎ

ず
､

相
対
的

に

は

む

し

ろ

減
少

し
て

い

る
｡

こ

れ

に

対

し

聖

職
者

の

場
合
は

約
三
･

七

倍
増

(

一

二

名
か

ら
四

四

名
へ

)

を

示

し
､

総

数
に

お

け
る

増
加
と

相

殺
し
て

も

な
お

釣
一

･

五

倍
増
加
し
て

い

る
｡

特
に

注

意
を

惹
く
の

は

六

世

紀
で

あ
る

｡

こ

の

世

紀
は

五

世

紀
に

此

し

絵
数
で

約
三

〇
%

減
を

示
し

て

い

る

が
､

世

俗
官
職
者

の

減
少
率
は

そ

れ

を

上

廻
る

約
五

〇
%

で

あ

る
｡

と
こ

ろ
が

､

聖

●

ト
.

`

職
者
の

場
合
は

逆
に

約
三

六
%

増
を

示

し
､

総
数
に

お

け
る

減
少

を

考
慮

す
る

と

実

質
的
に

は

前
世

紀
を

越
え

る

増
加
率
約
二

二
一

倍
を

示
し

て

い

る
｡

六

世

紀
に

お

け

る

聖

職
者
数
の

こ

の

ピ

ー

ク

は
一

体
何
を

意
味

す
る

だ

ろ

う
か

｡

ま

ず
考
え

ら

れ

る

こ

と

は
､

五

世

紀
か

ら

六

せ

紀
へ

の

世

俗
官
職
者
数
の

急

減
か

ら

推
し
て

､

そ

の

減
少

分
が

聖

職
に

集
中

し

た

の

で

は

な
い

か
､

と

い

う
こ

と

で

あ

る
｡

確
か

に
､

五

世

紀
ま
で

ロ

ー

マ

帝
国
は

重

要
な

諸

官
職
を
ガ

リ

ア
･

セ

ナ

ト

ー

ル

階
層
に

提
供
し
た

｡

ガ

リ

ア

近

衛

総

督
(

七

岩
e

f

e
O

t

宏

(

2
)

胃
P
e
t

O

ユ
O

G
巴
-

訂

2
日
)

､

七

属
州

絵
督
代
理

(

ま
旨
ユ

岳

芳
恩
e

ヨ

(

3
)

胃
○

ま
β
0
-

当
日

日
)

､

ナ

ル

ポ

ン

ヌ

属

州

代

官
(

記
の

t

O
→

Z
a

旨
O

n

?

(

4
)

n

巴
∽

)

と
い

っ

た
ガ

リ

ア

地

域
の

官
職
の

み

な

ら

ず
､

イ

リ

リ

ク

ム

近

衛
総

督
(

p
l

P
e

訂
O
t

宏

実
記
ど
ユ
○

Ⅰ
-

-

笥
ど
仁

ヨ
)

､

ア

フ

リ

カ

属
州

長
官

(

p

3
3
n
S

已

A

才
O

P
e
)

､

ロ

ー

マ

･

コ

ン

ス

タ

ン

チ

ノ

ー

プ

ル

都
督
(

p
→

a
e

f
e

O

t

宏

弓
訂

そ
マ

ケ

ド

ニ

ア

近

衛
総
督
代
理

(

5 .

〇

p

ユ
亡
払

巳
P
O

e

d
O

ロ
i

慧
)

な

ど

遠
方
の

官
職
の

ほ

か
､

内

務
長

官
(

2

品
賢
e

→

○

琵
○
-

0

2
m
)
､

財
務
長
官
(

苫
日
e
∽

の

覧

岩
2
H

ロ

】

告
･

的

E
O

ゴ

ロ

ヨ
)

､

所

領
管
理

長
官

(

0

0

ヨ
e

∽

→

e

言
2
p

ユ

言
t

P
r

ロ

ヨ
)

な

ど

行

政

重

要
官
職
に

名

を

連
ら
ね

た

ガ

リ

ア

出

身

者

の

数
は

多

(

5
)

い
｡

ブ
ル

ダ

ン

ト

王

国
､

東
･

西
ゴ

ー

ト

王

国
に

お

い

て

も

事
情

一

■

･
書

√

r
J

｢
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一

'

1

一

●

は

類
似
し
て

い

る
｡

ホ

ノ

リ

ウ

ス

帝
(

在

位
三

九

四

-
四
二

三

年
)

に

対

し

対
立

王

J

｡

エ
ロ

亡
∽

を

擁
立

し
た

オ

ー

ダ
エ

ル

ニ

ュ

地

方
セ

ナ

ト

ー

ル

貴
族
の

反

乱

が

四
一

三

年
多
数
の

処
刑

者
を

出
し
て

鎮

圧

さ

れ

た

後
で

も
､

彼
ら
の

帝

国
内
で

の

地

位
が

動
揺
し

な
か

た

っ

こ

と

は
､

や

が

て

彼
ら
の

中
か

ら

酉
ロ

ー

マ

荷

田
匂

P

岩
F

ど
∽

A
･

ま
t

宏
(

在

位

四
五

五

-
六

年
)

を

出
し

た

こ

と

に

ょ
っ

て

も

知
ら
れ

る
｡

し
か

し
､

四

八

六

年
ソ

ア

ブ

ソ

ン

で

の

ロ

ー

マ

軍
の

全

滅
に

よ
っ

て

ガ

リ

ア

に

お

け
る

彼
ら
の

政

治
的
主

導
権
は

失

わ

れ
､

ま

た

ガ

リ

ア

は
ユ

ス

テ
イ

ニ

ア

ー

ヌ

ス

の

西

方

経

略
の

射
程
外
に

あ

っ

た

こ

と

に

ょ
っ

て

帝

国
の

直
接
的
な

統

治

機
構
圏
か

ら

脱
落
す

る
｡

ま

た

ブ

ル

グ

ン

ト

王

国
は

五

二

三
､

五

三

四

年
両

度
の

戦
で

ク

ラ

ン

ク

族
に

よ
っ

て

滅
亡

す
る

｡

西
ゴ

ー

ト

王

国
に

つ

い

て

言

え
ば

､

五

〇
七

年
の

ア

ラ

リ

ソ

ヒ

対
ク

ロ

ー

ブ
ィ

ス

戦
の

結
果
ア

キ

タ

ニ

ア

は

フ

ラ

ン

ク

領
に

な
り

､

更
に

ガ

ロ

ン

ス

河
か

ら
ピ

レ

ネ

ー

ま
で

の

地

域
も

西
ゴ

ー

ト

王

女

G

巴

芸
1

-

ロ
t

F
p

と
ノ

イ

ス

ト

リ

ア

王

C

E
-

p
e

コ
b

F

一

せ

と
の

結
婚

(

五

六

七

年
)

に

よ
っ

て

フ

(

6
)

ラ

ン

ク

領
に

編
入
さ

れ

る
｡

東
ゴ

ー

ト

も
五

五

三

年
の

滅
亡
に

先

立
っ

て
､

す
で

に

プ

ロ

ヴ
ァ

ン

ス

地

方
を

フ

ラ

ン

ク

支

配
に

ゆ
だ

(

8
)

ね

る
｡

遅
く

と

も

六

世

紀
中

葉
ま

で

に

完
了

す
る

こ

の

よ

う
な

政

治

情
勢
の

結
果

､

従

来
こ

れ

ら

諸
国

家
が

提
供
し
て

い

た

多
く
の

.

.
一
1

+

●

･
一

世

俗

官
職
が

セ

ナ

ト

ー

ル

階
層
の

辛
か

ら

失

わ

れ

た

こ

と

は

疑
い

え

な
い

｡

し

か

し
､

こ

の

喪

失

分
が

聖

職
に

集

中

し

た

で

あ

ろ

う

と

い

う

推
測
は

正

鵠
を

得
て

い

な
い

｡

な

ぜ

な

ら
､

こ

の

世

紀
に

世

俗

官
職
か

ら
聖

職
に

転

向

し
た

者
の

数
は

前
世

紀
よ

り

三

名

増

に

過

ぎ

ず
､

し
か

も

総

数
と

の

比

率
で

は

む

し

ろ

減
少

し
て

い

る

か

ら
で

あ

る

(

表

Ⅲ
､

B
)

｡

加

え

て
､

フ

ラ

ン

ク

諸

王
が

新
た

に

獲

得
し

た

こ

れ

ら

諸
地

域
で

世

俗
官
職
を

セ

ナ

ト

ー

ル

階

層
か

ら

ゲ

ル

マ

ン

人
の

手
に

移
し
た

形
跡
は

ほ

と
ん

ど

な
い

｡

ブ

ル

ダ

ン

ト

分

国
で

は

六

世

紀
中
c

O

ロ
e

∽

も
p
t

ユ
0

2.
払

の

全

部
が

､

ア

キ

タ

ニ

ア

で

は
｡

｡

ロ
e
払

の

大

部

分
が

セ

ナ

ト

ー

ル

階
層
な
い

し
ロ

ー

マ

人
に

よ
っ

て

占
め

ら
れ

た

し
､

オ

ー

ダ
エ

ル

ニ

ュ

地

方
で

も

六

世

紀
中

…
2
e

∽

に
一

人
の

ゲ
ル

マ

ン

人
を

見
る

に

過

ぎ

ず
､

そ

れ

も

五

三

二

年
の

当
地

方

に

お

け
る

対
フ

ラ

ン

ク

反
乱
の

後
に

任

命
さ

れ

た

特
殊
な

場
合
で

あ

る
｡

m
巴
○

→

d

0

2

岸
d
O

ヨ
e

∽
t

ど

妄

言
f

?

記
ロ

せ
旨
-
∽

の

上

級
職
も

六

世

紀
後
半

し
ば

し

ば

彼
ら
セ

ナ

ト

ー

ル

階

層
に

よ

っ

て

占
め

ら

れ
､

ま

た

当

時
の

優
れ

た

軍

事

指
揮
官

に

フ

ラ

ン

ク

人
が

皆
無
で

あ
っ

た

と

い

う

事
実
も

よ

く

知
ら
れ

て

(

8
)

い

る
｡

新
た

に

支

配
圏
を

拡

大
し

た

フ

ラ

ン

ク

王

国
の

統
治

機

構

の

整

備
と

実

態
が

ど

う
で

あ
っ

た

か

は

別
と

し
て

､

フ

ラ

ン

ク

王

国
は

セ

ナ

ト

ー

ル

階
層
の

官

職
就

任
を

少

し

も

阻

止

し

な

か

っ
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た
､

と

考
え

て

よ

い
｡

で

は

次
に

､

聖
職
者
数
の

こ

の

急

増
は

セ

ナ

ト

ー

ル

階
層
の

聖

職
そ

の

も
の

へ

の

関
心

､

す
な

わ

ち

彼
ら

の

生

活

意
識
や

倫
理

観

に

お

け
る

重

大

な

内

的

変
化
を
一■
不

す
だ

ろ

う
か

｡

つ

ま
り

､

よ

く

言
わ

れ

る

如

く

古

代

的
人

間

像
た

る

｢

政

治

人
+

(

F

O

ヨ
O

p
O
-

草

昌
且

な
い

し

｢

賢
人
+

(

ど
ヨ
○

∽

旦
e

n
仏

)

か

ら

中

世

的
人

間
像
た

る

｢

霊

的

な

人
+

(

ど
ヨ
｡

旦
邑
邑
s

)

へ

の

決
定

的

価
値
転
換
が

こ

の

時
期
に

行

な
わ

れ

た

の

で

は

な
い

か
､

と

も

考
え

ら

れ

る

だ

ろ

う
｡

確
か

に

H
O

n
O
→

賢
宏
く
･

P

町
F
∽

(

レ

ラ

ン

島
在

住

四

〇

〇

-

四
一

〇

年
､

ア

ル

ル

司

教

四
二

六

-
四

二

八

/
九

年
)

､

∽

巴

ユ
P

n

岳

ヂ

呂
賀

邑
亡
e

(

四
八

〇

年
没
)

､

A
勺
〇

三
n

弓
i

∽

S
i

告
2 .

戻
(

ク

レ

ル

モ

ン

司

教

四
七

〇

-
四

八

〇

/
九

〇

年
)

､

C

琵
払

p

ユ

岳

く
.

A
ユ
e

仏

(

在
位
五

〇
二

-
五

四
二

年
)

な

ど
の

ガ

り
′

ア

出
身
者
が

そ

の

例
に

属
す
る

と

さ

れ

て

い

る
｡

し
か

し
､

カ

エ

サ

リ

ウ

ス

以

外

は

五

世

紀
の

人
で

あ

る

こ

と

を

別

と

し
て

も
､

サ

ル

ウ

ィ

ア

ー

ヌ

ス

は
セ

ナ

ト

ー

ル

〔

9
)

出
身
者
で

は

な
い

し
､

ア

ポ

リ

ナ

ー

リ

ス

は

司

教
就
任
後
も

詩

作

に

専
念
し

た

言
わ

ば

古

典
的

教
養
人

に

属
す
る

し
､

カ

ニ

サ

リ

ウ

(

1 0
)

ス

に

つ

い

て

も

そ

の

活
動
期
は

当
プ

ロ

ヴ
ァ

ン

ス

地

方
が

東
ゴ

ー

ト

支

配
下
に

あ

つ

た

こ

と

も

あ
っ

て
､

セ

ナ

ト

ー

ル

階
層
へ

の

影

(

1 1
)

響
は

局

部
的
で

あ
っ

た
｡

ま

た

わ

れ

わ

れ

は

同

時
代
の

イ

タ

リ

ア

●
一

l
F

i

に

つ

い

て

C
a
∽

S
i

O

d
O

岩
∽

(

四

八

七

-
五

八
三

年
)

､

∽
t

.

出
お

ロ
e

巴
〔
t

仁
S

く
･

2
亡
r

巴
P

(

四

八

〇

-
五

四

三

年
)

､

S
t

･
G

3
g
｡

ユ

宏

呂

品
n

宏
(

在

位
五

九

〇

-
六

〇

四

年
)

が

中

世

的

人

間
像
の

典
型

と
さ

れ

る

こ

と

も

聞
い

て

い

る
｡

し
か

し
､

当

時
教
皇

庁
の

ガ

リ

ア

ヘ

の

影

響
は

(

1 2
)

極
め
て

微
弱
で

あ
っ

た

し
､

ま

た

修
道
士

的

人

間
像
は

ガ

リ

ア

の

セ

ナ

ト

ー

ル

階

層
に

と
っ

て

は

ほ

と

ん

ど

無

縁
に

近
か

っ

た
｡

な

ぜ

な

ら
､

セ

ナ

ト

ー

ル

階

層
か

ら

聖

職
者
に

な
っ

た

者
の

関

心

す

ら
も

､

専
ら
い

わ

ゆ

る

W
e
-

t

打

5
.

訂
(

紆
亡

琵

臥

邑
哲
e
)

に

向

け
ら

れ

て

お

り
､

非
世

俗
的
で

厳
し
い

信
仰
生

活
の

実

践
を

要
求

す
る

修
道
院
に

は

向

け
ら

れ

な
か

っ

た
こ

と

は
､

セ

ナ

ト

ー

ル

出

身
聖

職

者
一

二
一

名

中
生

涯
終
始
修
道
士

な
い

し

修
道
院

長
で

あ

(

1 3
)

っ

た

者
が

男
子
で

僅
か

二

名

に

過

ぎ

な
か
っ

た
こ

と
に

良

く

示
さ

れ

て

い

る

ば

か

り

で

な

く
､

代

表
的

な
セ

ナ

ト

ー

ル

出
身
聖

職
者

ト

ウ

ー

ル

の

グ

レ

ゴ

リ

ウ

ス

や

ラ

ン

グ

ル

の

グ

レ

ゴ

リ

ウ

ス

の

信

(

1 4
)

仰
意
識
も
こ

れ

を

証

す
る

｡

彼
ら
は

俗
人
と

し
て

は

も
と

よ

り
､

聖
職
者
と

な
っ

て

も

多
か

れ

少
な

か

れ

メ

ロ

ダ
イ

ン

グ

王

国
の

相

次

ぐ

政

争
に

関

与

し

続
け
た

｡

こ

の

時
期
に

彼
ら
が

現

実
政

治
を

超
越
し

た

真
に

霊

的

な

人

間
へ

の

転
換
を

な

し

遂
げ
た

と

は

考
え

(

1 5
)

難
い

だ

ろ

う
｡

言
う
ま

で

も

な

く
､

メ

ロ

ゲ
イ

ン

グ

期
の

ガ

リ

ア

に

い

わ

ゆ
る

｢

霊

的
な

人
+

が

存
在
し

な
か
っ

た

わ

け
で

は

な
い

】

■

●

､

l
r

l



( 7 ) メ ロ ダ イ ン グ時代 の い わ ゆ る ｢ 聖 界貴族+ に つ い て

一

‖

一
-
1

一

･▲
■

が
､

そ

れ

は

む

し

ろ

彼
ら

が

い

ず
れ

も

同

調

者
を

提
供
す
る

こ

と

の

少
な
か
っ

た

南
ガ

リ

ア

の

修
道
制
や

七

世

紀
以

降
の

中
･

北
ガ

リ

ア

に

普
及

す
る

ア

イ
ル

ラ

ン

ド

系
修
道
制
に

こ

そ

求
め

ら

る
ぺ

き

だ

ろ

う
｡

こ

の

よ

う
に

見
て

く
る

と
､

先
の

問
題

は

他
の

面
に

そ

の

意
味

を

見

出
さ

ね

ば

な

ら

な
い

が
､

そ

れ

は

恐

ら

く
一

方
で

メ

ロ

ゲ
イ

ン

グ

諾
王

が

打
続
く

政

治

的

混

迷
の

中
で

､

そ

の

重

要
因
子
と

な

り
か

ね

な
い

セ

ナ

ト

ー

ル

階
層
を

で

き

る

限
り

非

政

治

的

勢
力
と

し
て

設

定

し
ょ

う
と

し

た

こ

と
､

他

方
で

は
セ

ナ

ト

ー

ル

階
層
が

強
い

政

治
意
識
を

持
ち
つ

つ

も
､

世

俗
官
職
よ

り

は

造
か

に

安
全

な

聖

職
の

う
ち
に

そ

の

社

会
的

･

経
済
的
地

位
を

保
全
せ

ざ

る

を

え

な

か
っ

た
こ

と
､

こ

の

二

要
素
の

言
わ

ば

複
合

現

象
と

考
え

る

の

が

も
っ

と

も

妥
当
で

は

な

か

ろ

う
か

｡

な
ぜ

な

ら
､

六

世
紀
中

メ

ロ

ゲ
イ

ン

グ

諸
王

は

兵
撃
な

信
仰
を

持
す
る

こ

と

少
な

か
っ

た

(

1 6
〕

に

も

か

か

わ

ら

ず
､

香
む

し
ろ

そ

の

ゆ

え

に
､

実
に

し
ば

し
ば

司

(

1 7
)

敦
叙
任
に

容
唆

し

た
｡

市
民
の

満
場

一

致

に

ょ

る

選

出
と

首
都
司

(

1 8
)

教
に

よ

る

叙
品

と
い

う
古
来
の

叙
任
手

続
は

､

都
市

生

活
そ

の

も

の

が

衰
微
し

っ

つ

あ
っ

た
メ

ロ

ゲ
イ

ン

グ

国
内

で

は
､

ま

た

司

教

区
の

整
備
を

見

な
か
っ

た

ガ

リ

ア

社

会
で

は

貫
徹
し

難
か

っ

た

に

は

違
い

な
い

が
､

ア

ポ

リ

ナ

リ

ウ

ス

や

ト

ウ

ー

ル

の

グ

レ

ゴ

リ

ウ

一

d
l

.

●

､
れ

(

1 9
)

ス

に

は

十

分

承

知
さ

れ

て

い

た

も
の

で

あ
る

｡

に

も

か

か

わ

ら

ず

(

2 0
)

王

の

承

認

は

当
然
の

こ

と

と

考
え

ら

れ

て

い

た

し
､

セ

ナ

ト

ー

ル

側
で

も

王

に

対

し

金

品

贈
与

ま

で

し
て

司

教

職

を

得

よ

う

と

し

(

2 1
)

た
｡

こ

の

時
期
の

司

教
の

大
半
は

当

時
フ

ラ

ン

ク

王

国
で

主

導
権

を

握
っ

て

い

た

ア

ウ

ス

ト

ラ

シ

ア
･

ブ

ル

ダ

ン

ト

分

国
と

結
び

つ

(

2 2
)

い

て

い

た

し
､

ま

た

そ

の

司

教

職
を

､

聖

職
本
来
の

性
布
か

ら

し

て

望
ま
し

く
な
い

に

も

か

か

わ

ら

ず
､

一

門
･

近

親
･

友

人
へ

(

2 3
)

と
､

し
か

も
王

の

承

認
を

得
て

相

伝

し

た

事
例
は

多
数

に

上
る

｡

(

2 4
)

の

み

な

ら

ず
､

彼
ら
は

国
王
の

イ

ン

ム

ニ

タ

ス

や

パ

ト

ロ

キ
ニ

ウ

(

2 5
)

(

2 6
)

ム

を

得
る

こ

と
に

よ

っ

て
､

教
会
領
と

と

も
に

そ

の

私

儀
を

も

俗

界
官
職
保

有
者
よ

り

は
一

層

容
易
に

保
全

し

う
る

と

考

え
た

で

あ

ろ

う
し

､

王

も

ま

た

そ

れ

に

よ
っ

て

世

俗
セ

ナ

ト

ー

ル

階
層
の

危

険
な

有
力

化
の

芽
を

摘
み

え

た

に

違
い

な
い

｡

六

世

紀
の

六

九

名

の

聖

職
者
申
そ

の

経

歴
の

最

初
か

ら

聖
職
に

在
っ

た

者
が

二

〇

名

(

内

男

子
一

五

名
)

で

あ
る

の

に

対
し

､

壮
年
以

後
在

野
か

ら

直

接

準
備
期
間
も
な

く

聖
職
に

転
じ

た

者
､

な
い

し
こ

れ

に

準

ず
る

前

歴
不

明

者
が

四

三

名
の

多
き

を

数
え

る

こ

と

は

(

表

Ⅲ
､

C
)

､

過

半
数
の

聖
職

者
が

聖

職
遂

行
の

能
力

を

十

分
に

具
え

て

い

な

か
っ

(

2 7
)

た

こ

と

を

証

示

す
る

だ

ろ

う
｡

(

1
)

S
t

3
F
e

打
e

→

の

付

言
払

○

匂
○

叫
→

P

七

E
e

の

中

に

も

四
一

一

名
に
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号 ( 8 )

算
入

さ

れ

な
い

姓
名
不

詳
の

セ

ナ

ト

ー

ル

が

散

見
さ

れ

る

(

Z
O

J
N

l

-

心
}

N

u
-

N

加
一

と
〉

山

山
}

∞

N
､

-

-

N

こ
N

O
､

-

山

-
】

-

巴
〉

-

ヨ
ー

ー

¢

い
一

N

N

か
〉

N

さ
N

き
N

蓋

を

参
照
)

｡

ま

た

ナ

哲
ト

n

d

w
巴
-

に

よ

れ

ば

四

世

紀
末
の

ガ

リ

ア

に

は

約
六

〇

〇

な
い

し

八

〇

〇

名
の

セ

ナ

ト

ー

ル

階

層
が

い

た

と
い

う
(

増

田

四

郎

氏

｢

舌

代

末

期
の

ガ

リ

ア

社

会
+

､

同

『

西

洋

封
建
社

会

成
立

期
の

研

究
』

所

収
､

八

八

頁
)

｡

(

2
)

当

職
に

は

U
e

O
-

2
宏

呂

長
日

宏

A

宏
O

n
i

岳
(

在
職
三

七

六

!
九

年
)

以

下
一

二

名
が

就

任
し

て

い

る
､

∽
t

3
F
e

打
e

r
〉

P

P

〇
.

-

七
ヰ
○
払

O

p
O

的
→

p

廿

E
e

-

ヨ
〇
.

N

O
-

レ

ジ

会
-

芦
-

い

N

こ
上

戸

-

会
､

-

怠
-

N

い

N
】

山

い

ー
､

･

岩
〇

.

(

3
)

G

巴
-

計
已

-

宏
】

吋
p
2

0

2 .

岳
､

S
2

3
n
P
t

宏
の

三

名
､

い

ず
れ

も

五

世

紀
中

葉
､

空
言
F
e

打
e

→
､

P

P

〇
.

〉

2
〇
.

-

ご
ー

N

ご
】

ヒ
N

.

(

4
)

当

職
に

在
っ

た

者
は

A
]

胃
仁

ロ
○

已
仁
∽

､

A
e

m
i

-

宏
〉

呂
P

g

ロ

宏

A

旨
○

ユ

岳
-

2
仁

2
e

り

F
払

の

三

名

で

あ

る

が
､

束
ゴ

ー

ト

お

よ

ぴ

フ

ラ

ン

ク

支

配

下
の

こ

の

プ

ロ

ヴ
ァ

ン

ス

で

岩
○
什

○

→

に

就
任

し
た

者

は
一

一

名
に

上
る

､

S
t

ゴ
)

訂
打
e

♪

P

P

〇
.

-

Z
〇
.

N

中
､

N

♪

N

監
小

宅
〇
･

い

∞
-

ロ
ー

ー

○

い
ー

ー

○

00
ー

ー

一

山
}

N

O

u
､

N

設
}

N

告
-

N

N

N
-

N

∞
山

〉

い

芦

(

5
)

こ

れ

ら

諾

官
職
在

住

者
に

つ

い

て

は

そ

れ

ぞ

れ

S
t

→

O

F
e

村
e

り
､

P

P

O
,

)

Z
〇
･

旨

こ
笠

〉

N

コ
〉

ヒ
○

-

窒
ご

窒
､

-

苦
〉

N

訟
-

旨
ナ

ビ
∞

)

訟
○
い

誌
か

い

ー

N

♪

N

レ
N

】

N

レ

山
)

N

訟
-

い

N

ご

レ

N

か

ヒ
ー

ー

い

設
"

N

00
ー

N
-

○
-

N
+

岩

を

参
照

｡

(

6
)

G
亡

賢
p

く

河
ど
F
t

e

→
､

A
n

ロ

巴
e

ロ

d
e

払

符
抑

日

付
-

告
げ
e

日

河
0

訂

訂

-

ヨ

N

ゐ

芹

巴
t

e

→

d
e

→

岩
e

3
5 .

ロ
的
e

→
〉

H
巴
-

e

-

当
山

-

叩

$
.

(

7
)

例
え

ば
､

Z
P

m

已
i

宏

は

≦
e

ロ

n
e

司

教

と

な

る

(

在
位
五

五

二

1
五
五

九

/
六

〇

年
)

以

前

は
フ

ラ

ン

ク

の

匂

巳
ユ
○
-

亡
∽

お

よ

び

プ

ロ

ヴ
ァ

ン

ス

の

諾
え
○
→

で

あ
っ

た

と

言

わ
れ

る

し
､

勺
P

ユ

訂
･

n
i

岳

は

東
ゴ

ー

ト

の

プ

ロ

ヴ
ァ

ン

ス

諾
O
t

O
→

で

あ
っ

た

が
､

五

四

四

年

以

後
フ

ラ

ン

ク

王

→
F
e

已
e

訂
ユ

一

世
の

宮

宰
と

な
っ

て

い

る

(

S

耳
O

F
e

打
e

→
-

2

2

〇
.

〉

Z
〇
.

N

設
一

N

∞

山

)
｡

→
F
e

邑
e

♂

ゐ

ユ

が

五

三

六

年
ア

ル

ル

を

支

配

下

に

置

き
､

五

三

九

年
ナ

ル

セ

ス

の

ビ

ザ
ン

ツ

軍

と

戦

う
た

め

せ

已
こ

ぎ

ど
仁
t

訂
ユ

の

二

人
の

a

仁
M

を

イ

タ

リ

ア

に

派

遣
し

た

頃

か

ら
フ

ラ

ン

ク

支

配
に

転
じ

て

い

た

ろ

う

(

監
｡

巨
星
S

巴

ぎ

｢
p

O

‡
-

-

邑
小

昌
一

臥
r

O

ま
n

的

訂
ロ

ロ
e

こ
.

卜

吋

胃
-

∽

-

ま
○

)

ワ

ー

○

阜

を

参
照
)

し

(

8
)

S
t

3

訂
打
e

J

2

P

O
こ

S
･

-
-

○

㌣

-

N

い

串
…

申

E

弓
小

野

P

P

〇
.

､

S
.

∞

山

巾
.

(

9
)

神
の

平

安

(

p
-

P
｡

巳
ユ
バ

ロ
e
-

)

の

存

す
ぺ

き

教

会

自

体
が

監

徳
の

巣

窟
(

∽

e

ロ

エ
ロ
P

ユ
t

-

｡

2
m
)

と

な
っ

て

い

る

と
い

う

彼
の

非

難
は

当

時

｢

霊
的

な

人
+

が

い

か

に

少
な

か

っ

た

か

を

む

し

ろ

証

す

る

だ

ろ

う
｡

S

已

ユ
P

ロ

宏

呂
監
巴
-

訂
n

巴
払

p
→

e

各

号
e

J

O
e

g
{

旨
e

?

ロ

已
-

O

n
p
t

訂
n
e

U
e

〓
旨
ユ

0

0

ぎ
〓

b

+
I

l
-

¢

㌔
I

p
払

P

e

喜
-

e

巴
P

-

β

亡
P
e

-

n

O

呂
n

岩

岳
2
∽

∽

2

計
訂
t

旦
p
c

已
ユ
H

D
e
-

-

β

已
d

e

払
t

巴

ど
d

β

仁
p

ヨ
e

H
P
C

2

旨
巳
ユ
舛

D
e

〓
･
…
･
空
レ
ー

ト

e

賢

巴
ど
d

官
e

ロ
e

O

目
n

訂
0

0
e

t

岳
C
F

ユ
の
t

i

P

n
0

2
日
β

仁
P

2
払

e

n
t
-

ロ

P

ユ
t

6
.

コ
一

日
～

､

､

(

巳

好
日
e

-

P

L

こ
一
｢
l
H

H
.

3
-

.

果
し

(

1 0
)

勺
訂

∃
e

河
-
O

F
か

､

称
d

喜
巳
-

O

n

e

t

O

已
t

弓
e

d

p

ロ
ロ

ー

ざ
0
0

T

d
e

n
t

げ
P
→

♂
P

諾
､

く
H

｡

1
く
H

H
H
｡

巴

㌢
】

e

∽
}

勺

巳
ユ
賢

-

n

p

∽
○
サ

b

?

ロ
e

ロ

巴
P

や

勺
P

ユ
払

-

宗
N

〉

や

ご

ー
¶

h
.

(

1 1
)

A
.

ヨ
ー

｡

訂
e
t

く
.

E
p
→

江
口

一

口
ー

の
t

O
-

H

e

計
-

蕗
的

〓

詔
こ
.

ヰ
､

勺
p

ユ
∽

-

望
T

タ

ワ

全
)

か

-
き
N

い

∽
t

コ
ロ

F
e

打
e

→
-

P

P

〇
.

-

S
.

-

誌
≠

､

l
r

-

､

P
し

●



( 9 ) メ ロ ゲ イ ン グ時代 の い わ ゆ る ｢ 聖 界貴族+ に つ い て

ユ

■

(

1 2
)

W
.

P
e

5 .

琶
日

､

ロ
ー

e

H
l

e

日

日

ロ

ト

巴
2

f

鼓
n

打

瞥
ど

賢
3

耳

小

n

こ

>
亡
∽

旨
2
-

2･∽
○

訂
1

≠
ロ

ト

耳

賢
打

ぎ
口

訂
1

句

旨
訂
2

芹
こ

〉

0

雷
･

邑
血

b

ユ

ー

窒
00

}

∽

.
N

h

ご

A
.

H
出

巨
C

打
〉

内
耳
口

訂
n

笥
琶

E
旨
t

e

ロ
e

ま
岩

E
P
ロ

計
}

-
-

∞
.

A
亡

P

せ
e

ユ
i

臼

-

況
ゃ

S
･

い

空
こ

あ
っ

た

と

し

て

も

は

と
ん

ど

ア

ル

ル

や

ナ

ル

ポ

ン

ヌ

を

中

心

と

し
た

南
ガ

リ

ア

に

限

ら
れ

た
､

申

G
ユ

哲
.

P
P

G
P

已
e

旨
㌫
t

訂
ロ

n
e

ル

こ

普
○

血

七
e

3
ヨ
巴
β
e

こ
+
H

一
〔
E
g

-

-

琵

計
払

G

呂
-

2

む

巨

ノ
1

¢

2
か

已
2

-

吋
P

旨

e

t

→
○

已
〇
一

誌
e

-

漂
¶

〉

や

一

山

u

-
-

冒
.

(

1 3
)

S

汀
O

F
e

打
e

l
}

P

2

〇
･

】

Z
〇

･

岸
-

謀
r

(

1 4
)

声

音
岩

已
e
-

〉

ロ
e

→

2
e

3
ユ
n
m

甘
c

訂

担

計
-

2
-

d

巴
｡

G
e

E
e
t

e

訂
t
-

訂
F

d
e
∽

河
F
e
-

β
∽

〉

句

記
旨

已
的

-

ロ
]

腎
e
-

∽

笥
仁

-

漂
N

､

S

+
山

戸

A
n

m
.

訟

(

1 5
)

も
っ

と

も
､

S

已
甘
｡

ど
∽

S
e

諾
2
∽

-

C
｡

m
ヨ
｡

d
i

賀
長
∽

巴
ま
丁

年
口

已

の

伝

え
る

如
く

悪
徳

聖
職

者

は

五

世

紀
に

も

数

多

か

っ

た

か

ら
､

こ

れ

は

六

世

紀
だ

け
の

現

象

と

も
い

え

な
い

､

吋
･

巴
O

F
か

､

P

P

〇
.

-

ワ

ー

い

加

e
t

P

-

N

ひ

を

参
照

｡

(

1 6
)

拙
稿

｢

メ

ロ

ゲ
イ

ン

グ

時

代
の

ガ

リ

ア

の

修

道

制
+

(

『

西

洋

史

学
』

五
二

号
)

参
照

｡

(

1 7
)

六
､

七

世

紀

中
フ

ラ

ン

ク

王

に

よ

っ

て

司

教

と

な
っ

た

者
は

セ

ナ

ト

ー

ル

出
身
者
で

一

一

名

を

数

え
る

､

S
t

3

訂
打
e

J

2

P

〇
･〉

Z
〇
.

N

N

㌔
-

〉

-

○

い
ー

一

声
-

ご
､

-

∞

山
-

N

O

山
)

N

岸
N

票
)

山

岸

合
り

五

四

九

年
一

〇

月
二

八

目

の

第

五

回
オ

ル

レ

ア

ン

教

会
会

議
も

国

王

の

承
認

を
正

当

化

す
る

､

C
O

ロ
○

≡
F

m

A
仁

邑
i

呂
e

n
仏
e

)

〔

呂
+
〇

一

ニ

C
仁

ヨ

言
-

[

ロ
t

巳
e

記
g
-

∽

ど
已
p

e
-

e

旨
O

n
e
}

β
○
-

e

ユ
P
C

p
-

e

空
∽

…
‥

P

日
e
t

3
勺
○

亡
t

P

ロ
○

≒
=

2
日
0

0

日

胃
○

エ
ロ
○

岩.
-
-

ぎ
s

官
n
･

′

一
'
1

J

事

々

t
-

訂
榊

0

0

n

芳
○

→

e
t

弓
∴

}

-
呂
G
H
.

〉

卜
ゐ

g

仁

2

篤
○

き
Ⅰ

I
H

･

)

汁

H
･

C
O

n
O
-
卜

P

p
e

ま

日
e

岩
ま
ロ
g
-

○

㌣

H
P
日

日

○

孟
宗
e

-

∞

だ
r

や

ー

○

い

一
斗

.

(

1 8
)

G
P

♂

ユ
e

:
e

野
P
∽

〉

H
-

各
じ

ぎ
e

ぎ

冒
｡
小

t

e

t

計
仏

H

邑
-

F

ど
ロ
∽

計
-

由
g

-
i

諾
e

ロ

○

邑
計
n
-

‥
∴

H

I
･

P

蕗
g

-

-

岩

d

呂
¢

-
､

e

ヨ

号
e

3
日
巴
ロ

Ⅰ

く
e

l
く
血

∽

営
-

e
払

も
宅
-

e

呂
G

賀
計
ヨ
e

t
･

七
P

ユ
s

-

設
∞

}

や

い
･

岩

-
い

き
･

(

1 9
)

抄
.

G
ユ

哲
二
P
.

P

〇
･

)

や

ー

ロ

ー
ー

∞

γ

(

2 0
)

亡
N

釘

司

教

句
e

∃
e

O
-

宏
の

死

後
､

プ

ロ

ヴ
ァ

ン

ス

の

代
官

か

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ら
王

の

助

言
な

し

で

五

八
一

年
司

教
と

な
っ

た

A
-

E
ロ

宏

と
､

後

ヽ

ヽ

ヽ

者
の

死

後
王

の

命
に

よ
っ

て

司

教

と

な
っ

た

ー

｡

ユ
n

亡
∽

に

つ

い

て
､

ト

ウ

ー

ル

の

グ

レ

ゴ

リ

ウ

ス

は

次

の

如

く

伝

え

て

い

る
､

へ

.

冒
∽

t

昌
旨
払

(

勺
e

∃
e

O
-

-

亡
O

e

邑
の

2
･

首
c

O

甘
)

O

富
戸

日

A
-

E
n

忘
e

舛

召
琵
訂
c
-

○

づ
e

l

巨
n
P

邑
日

日

1
e

O
-

○

記
ヨ

守
○

エ
ロ
○

訂
b

宍
邑

言

言
思
ゎ

芸

喜
已

㌻
ヨ
S

仁
S

O

e

甘
t

e

p
-

∽

e

O

勺
P
t

仁

ヨ
…

空
-

e

日

日
｡

ロ

p

日
.

p
-
-

已

宅
a

巨

ヱ
ぎ
払

き
e

ロ
仏

日
2

n
∽

旨

忌
も
仁

2

乱

訂

…
き
旨

H

e
∽

t

E
仏

器
t

一

己

諾
ヨ
○
一

品

蒜
-

喜
】

計
2
ロ
O
t

宏
2

払
t

･
H

0

5.
ロ

宏
-

t

2
1

岩
き
皿

七
-

空
ト

○

已
.P

日

付

岩
エ
ロ
O
i

篤

完
O
t

0
1

2
2

1

阜

三
等
ぎ

ヨ

計
e

官
s

c

O

p

各
日

日

当
莞
急

患
ま

∋

p
O
C

首
t

･
｡

(

G

記

笥
ユ

戻

→

守

3
β
e

ロ
S

昇

出
口
∽
t

O

ユ
P

句

岩
日
C

0

2
日
+

声
く
H

.
¶

-
戸

出

喜
F

n
e

→
】

訂
→

賀
串
N
2

ざ
ロ

出
P

旨
e
l

G
e

琶
F
ど

ど
e

n
〉

監
･

Ⅰ

Ⅰ
･

汐
ユ
ー

ロ

ー

浩
小

-

S
.

N

O

)
.

こ

の

場
合

記
g

-

竺
U

O
β

邑
F
m

と
→

e

的
-

仁

日
p

岩
?

O

e

繁
仁
】

ロ

と

は

事

実

上

同

義
と

考
え
て

よ

い

だ

ろ

う
｡

グ
レ

ゴ

リ

ウ

ス

は

王
の

承

認

を

得

ず
司

教
と

な
っ

た

者

は
､

ま

さ

に

こ

の

理

由

に

ヽ

ヽ

ヽ

よ

っ

て

当

然

罷

免
さ

る

ぺ

き

も
の

と

し
て

い

る
｡

王

命
に

よ

る

司

教



一 橋 論叢 第五 十 二 巻 第 一

号 ( 1 0 )

叙
任
を
一

層

明

瞭

に

示

す
の

は

五

二

二

/
三

年

ゴ
)

弓
∽

司

教
と

な

っ

た

○

日
日
也

己
宏

に

関
す
る

次
の

記

述

で

あ

る

:
こ
g

i

ど
→

望
･

n
i

ぎ

e

官
等
○

官

名
+

邑

→
亡

3
日

宏

d

訂
O

d
e

ロ
t

♪

○

日
日
P

ぎ
ー

∽

t

ユ
b

宏
a

ロ

2 .

払

p
l

荒
2
芦

ロ
ト

O

e

n
i

日

昌
叫

琵
旨

C

E
O
d
O

ヨ
e

ユ
∽

､

蚤
♪

邑
賀
唱
P

m
e

2 .

n
-

2
宏
も
う

致
さ

已

∈

邑
一

ミ

(

G
→

e

g

O
り

ど
払

.

H
･

句
･

､

I
H

H

J

T
戸

出

喜
F
ロ
e

り
､

p
･

P

〇
･

】

監
･

H
･

S

+
冒
)

.

類
似
の

記

述
は

多
い

が
､

こ

の

手

続
に

対

し

彼
は

何

ら

疑
義
を

挿
ま

な
い

｡

(

2 1
)

G

諾

笥
→

F
∽

)

H
･

句
こ

H

H
H

･

N

こ
く
.

訟
-
戸

出

喜

F
e
→

-

P

P

〇
一

-

せ
P

H
.

S
.

-

会
ぃ

N

畠
.

(

2 2
こ

ゴ
瞥
)

E
巴
ロ
N

-

押
｡

営
口

】

A

已

き
C
-

e

岩
}

O

n
什

-

ゴ
ロ

詔
､

○

急
告
払

)

哲
a
e

賀
メ

q
N

耳
声
○

計
N

-

首
○

ロ
ー

ド

呂
∽

賀
ロ
e

}

G

完
了

日
O

E
e

)

C
p

m

官
巴
一

A

ヨ
P
∽

等
の

司

教

座

は

い

ず
れ

も

ア

ワ

ス

ト

ラ

シ

ア
･

ブ

ル

グ

ン

ト

派
｡

独

立

派

と

見

ら

れ

る

の

は

O
e

巴

計
.

ユ

宏

在

任

時
代

の

く
訂
目
ロ
e

)

E
g

-

巴
岳

時

代

の

河
e
i

2
∽

､

A
.

g
e

ユ

各

時
代
の

く
2

a
声
ロ

の

三

司

教

座
｡

明

瞭
に

ノ

イ
ス

ト

リ

ア

派
と

見
ら

れ

る

も
の

は

ほ

と
ん

ど

な
い

｡

(

2 3
こ

父

か

ら

子
に

伝

え

ら
れ

た

例

≠
S
t

3

訂
訂
→

〉

P

P

〇
.

-

宅
〇
一

-

苦
1
筈

:
N
レ ､

1
-

畠

:
∞

N

l
諾
ぃ

･

兄

弟

に

伝

え

ら

れ

た

例

1

萱
チ

買
)

･

巴
1
コ
ご

N

諜
1
～

山

中

伯

父
か

ら

甥
へ

の

例

-
巨
d

.､

写
)

+
畠
1
コ
ニ

ー

笥
1

-

汁
ご

山

い

T
N

等

三

等
親

外
の

姻

族
へ

の

例

f
-

d
-

チ

字
0
･

い

1
聖
ご
い

∞

r
い

芦
こ

れ

は

同
一

司

教

座
に

つ

い

て

の

関
係

で

あ

る

か

ら
､

他

司

教

座

間
の

横
の

関

係

を

入
れ

満

と

そ

の

範
囲

は

更

に

拡

大

す
る

｡

(

2 4
)

内

容
の

不

明

確

な

六

せ

紀
の

ぎ
ヨ
ロ

邑
P
∽

を

過

大

視
し

て

は

な

ら
な
い

し
､

七

世

紀

以

後
の

特

許

状
や

八

世

紀

初

頭
編

纂
さ

れ

た

畑

と
い

う

『

マ

ル

ク

リ

フ

書

式

集
』

(

第
一

巻
三

号

書

式
)

か

ら

逆
推

す

る

こ

と

も

適

当
で

は
な
い

が
､

五
一

一

年

当

時

す
で

に

存

在
し

た

こ

と

は

○

ユ
か

P

ロ
∽

第
一

回

教

会

会

議
議

決

第
五

条
に

よ
っ

て

証
さ

れ

る
｡

C
O

ロ

邑
旨
ヨ

A

弓
2
-
-

賀
2

日

芦
O

P

P

ト

ー
呂
G

H
･)

卜

｢
H

I
h

.

}

t

+
･

C
O

邑
-

P

莞
ユ

ヨ
2
↑

0

5 .

n

g

阜
H

賀
ロ
○

く
e

l

P
2

-

00

岸
p

.

牟

(

2 5
)

五

三

五

年

オ

ー

ダ
エ

ル

ニ

ュ

教

会

会

議

(

C
O
n
〇
.

A

ヨ
e

?

n
e

｡

且
議
決

第
二

条
､

五

三

八

年
第
三

回
オ

ル

レ

ア

ン

教

会

会

議

議

決

第
一

二

条
､

六
一

四

年

第
五

回
パ

リ

教

会

会

議
(

C
O

ロ
〇

.
竹
P

ユ
.

S

訂
ロ
S

2

)

第
五

条

を

参

照
､

巳
G

H
･-

J

r

H
H

I
･

こ
･

H
こ

や

訣
f

∴

コ
1

い

ー

∞

γ

(

2 6
)

司

教
の

有
し

た

私

領
に

つ

い

て

は

五
一

七

年
エ

バ

ー

ヌ

教

会

会

議
(

C
O

ロ

P

】

首
p
O

n
e

n

且
議
決
第

一

四

条
､

五

六

七

年
リ

ヨ

ン

教

会
会

議
(

C
O

n
〔

･

ど
乳
ロ

n
e

n

等
)

議

決

第
五

条
を

参
照

､

呂
G

声

P

P

〇
.

-

や

N

N
”

-
h

岩
.

(

2 7
)

五
二

四

年
六

月
六

日

開

催
の

㌢

ル

ル

教

会

会

議

の

第
二

条

は

増
大

す
る

教

会
と

不

足

勝

ち
の

聖

職

者
の

状

況

を

伝

え

て

い

る
､

C
O

n
〇
･

A

邑
邑
e

ロ

詔
-

○

呂
･

～
〉

‥

…
‥

→
P

2
2

日

血

七
訂
○

記
旨
e

已
e

e

邑
2

巴

寛
仁

m
ロ
仁

ヨ
2

岩
n
2

C

e

払

笛
e
也

-

n
O

E
∽

p
-

弓
①

払

已
e

旨
○
り

O

a
-

巨
岩
て

…
･

｡

呂
G

平
戸

P

〇
.

-

ワ

宗
f

一

≠

三

七

世

紀
初
頭
の

転
換
と
フ

ラ

ン

ク

人

聖
職
者
の

接
頭

六

世

紀
に

ビ

ー

タ

を

示
し

た

セ

ナ

ト

ー

ル

出
身
聖
職
者
は

七

世

≠

†

､

■
r
L

l



( 1･1 ) メ ロ ダ イ ン グ時代 の い わ ゆ る ｢ 聖界貴族+ に つ い て

●

紀
に

入

る

と

激
減
す
る

(

表
Ⅱ
)

｡

俗
人

を

も

含
め

､

以

後
セ

ナ

ト

ー

ル

階
層

は

メ

ロ

ゲ
イ

ン

グ

史
上

か

ら

急

速

に

姿
を

消

し

て

ゆ

き
､

八

世

紀

初
頭
に

は

わ

ず
か

一

人
の

名

を

聞
く
に

過

ぎ
な
い

こ

(

1
〕

と

に

な

る
｡

も

ち

ろ
ん

､

こ

れ

は
セ

ナ

ト

ー

ル

出
身
者
に

よ

る

記

(

2
)

述
史
料
が

七

世

紀
に

欠

如
し
て

い

る

こ

と

と

関
係

す
る

｡

し
か

し

こ

の

こ

と

自
体
が

や

は

り
セ

ナ

ト

ー

ル

階
層
の

歴
史
的

後
退
を

示

す
だ

ろ

う
｡

言
う
ま
で

も

な

く
､

フ

ラ

ン

ク

王

国
の

い

わ

ゆ

る

｢

貴
族
+

一

般
が

こ

の

時
期
に

後
退
し

た

わ

け
で

は

な
い

｡

有
名

な
タ

ロ

タ

ー

ル

二

世
の

六
一

四

年
勅
命

､

特
に

そ

の

第
一

二

条
が

通

説
通

り
､

フ

ラ

ン

ク

｢

貴
族
+

の

撞
頭
と

そ

れ

に

対

す
る

国
王

(

3
)

の

重

大

な

譲
歩

､

貴
族
主

義
の

完
全

な

勝
利
を

意
味
す
る

も
の

､

(

4
)

か

ど

う
か

に

は

な
お

問
題
が

あ

る

に

し
て

も
､

今
日

｢

貴
族
+

の

語
で

一

括
さ

れ

て

い

る
○

昔
日

邑
e
∽

ら
O
t

e

已
e

払
-

匂

ユ
n
O

官
∽

､

胃
｡

｡

?

→

e
S

と

さ

ま

ざ

ま

に

呼
ば

れ

る

フ

ラ

ン

ク

人

有
力

者
が

す
で

に

六

(

5
)

世

紀
五

･

六

〇

年
代
か

ら

史
料
に

現
わ

れ

始
め

る
｡

聖

界
に

お

い

て

も
､

セ

ナ

ト

ー

ル

出
身
聖

職
者
の

後
退

と

ま
さ

に

符
合

し
て

､

六

世

紀
後
末

期
か

ら
フ

ラ

ン

ク

人

聖
職
者
が

メ

ロ

ゲ
イ

ン

グ

史
の

前
面
に

出
現

す
る

｡

す
な

わ

ち
､

ト

リ

エ

ル

で

は
セ

ナ

ト

ー

ル

出

身
の

司

教

呂
｡

畏
宏

(

五

六
一

/
八

五

年

没
)

以

後
は

呂
｡
g

n
e

ユ

旨
一

G

已
}
(

訂
ユ
○

才

∽

p

ぎ
p

え
r

宏
〉

呂
O

n

b

巴
打

と
フ

ラ

ン

ク

人
司

教
が

続
く

′

一
一

｢

.

一

′■

帝

(

8
)

し
､

ボ

ル

ド

ー

で

も

C
Y

セ

ロ.

p

n

宏
(

五

〇

六

年

叙

任
)

か

ら

｢
e

O

n
･

已

宏
一

l

(

五

七

四

/
七

七

年

没
)

ま
で

四

代
読
い

た

セ

ナ

ト

ー

ル

出

身
者
は

､

以

後

出
e

ユ
2
0

ぎ
P

m

≡
∽

】

G
O

ロ

計
心

音
-

-

e

(

】

)

己
○
)

-

A

昌
?

(

7
)

g

賢
-

2

と

フ

ラ

ン

ク

人

と

交

替

す
る

｡

J
e

呂

賀
払

､

A

題
○

已
か

芦
e

-

勺
e

→

打

宝
ロ

メ

吋
○

琵
e

l
∽

の

詔

司

教

座
も

六

世

紀
末
に

は

フ

ラ

ン

ク

(

8
)

人
に

占
め

ら

れ

る
｡

六

世

紀
中

葉
ま

で

永

く
セ

ナ

ト

ー

ル

出
身
者

に

よ

っ

て

保
持
さ

れ

て

い

た

く
e

邑
戸
口

の

司

教

位
も

五

七

五

/
六

(

9
)

年
に

は

在
地

フ

ラ

ン

ク

人

A
g
e

ユ
O

F

に

代
わ

ら

れ

る
｡

七

世

紀
に

入
る

と

呂
2
t

♪

声
望
n

)

河
○

仁
e

ロ
)

つ
じ

喜
∽

}

A

已
亡

ロ
)

A
∈
ハ

e
→

り

e
-

｢

琶
ロ

)

呂
2

p

ロ

舛

な

ど

の

司

教
座
に

も
フ

ラ

ン

ク

人
が

就
任
す
る

し
､

セ

ナ

ト

ー

ル

階
層
の

内
e

邑
呂
P

で

あ
っ

た

ぎ
喜
g
e

∽
､

C
P

ど
→

∽

で

も

(

1 0
)

七

世

紀
中

期
に

は
セ

ナ

ト

ー

ル

が

消
え

去
る

｡

七

世

紀
一

杯
彼
ら

(

1 1
)

に

よ
っ

て

確
保
さ

れ

た

の

は

C
-

e

→

m
O

ロ
t

司

教
産
だ

け

で

あ
る

｡

か

く
て

､

六

世

紀
中

頃
ま
で

ロ

ワ

ー

ル

河
の

南
北
を

問
わ

ず
多

く
セ

ナ

ト

ー

ル

階

層
に

よ
っ

て

保

持
さ

れ

て

い

た

ガ

リ

ア

諸

司

教

座
は

六

世

紀
末

･

七

世

紀
初
頭
以

後
フ

ラ

ン

ク

人
に

よ
っ

て

と
っ

て

代
わ

ら

れ

る

か
､

あ

る

い

は

司

教
空

位
の

ま
ま

八

世

紀
後
半
ま

で

史
上

か

ら

消

息

を

抱
つ

こ

と

に

な

る
｡

つ

ま

り
､

セ

ナ

ト

ー

ル

階
層
か

ら
フ

ラ

ン

ク

人
へ

の

聖

職

担
い

手
の

移
行

と

交

替
と

は

ガ

リ

ア

全

域
に

亘
っ

て

全

面

的
に

行
な

わ

れ

た

と

は

言

え

ぬ

ま

で

1 J



一 橋 論叢 算五 十 二 巻 第
一

号 ( 1 2 )

も
､

少

な

く
と

且
肌

着
の

司

教

職
か

ら
の

脱
落
は

七

世

紀
前

半
に

お

い

て

決
定
的

で

あ
っ

た

と

言
っ

て

よ

い
｡

空

位
司

教
座
が

特
に

(

1 2
)

南
ガ

リ

ア

に

多
く

そ

の

数
ほ

ぼ

三

〇

に

上

る

こ

と

は
､

フ

ラ

ン

ク

聖
職
者
の

進
出
が

ガ

リ

ア

の

隅
々

ま
で

及

ば

な
か

っ

た

こ

と

を

示

す
が

､

同

時
に

セ

ナ

ト

ー

ル

階

層
が

こ

こ

で

も

は

や

聖

職
補
充

を

な

し

え

な
か

っ

た

こ

と

を

も

意
味
す
る

だ

ろ

う
｡

六

世

紀
か

ら

七

世

紀
に

か

け
て

の

比

較
的

急
激
な
こ

の

変
化
は

､

通

常
セ

ナ

ト

ー

ル

階
層
と

フ

ラ

ン

ク

｢

貴
族
+

と
の

血

縁
関
係

あ

る

い

は

交

友

関

係
を

通
じ

て

の

イ

ン

テ

グ

レ

ー

シ

ョ

ン

を

も
っ

て

説
明
さ

れ

て

い

(

1 3
)

る
｡

し

か

し
､

血

縁
関
係
の

成
立

を

も
っ

て

し
て

は
ロ

ワ

ー

ル

河

以

南
に

お

け
る

空

位
司

教
座
の

増
加
を

説
明
で

き

な
い

し
､

交
友

関
係
の

深
化
そ

の

も

の

は

血

縁
関

係
の

進
行

と

同

様
､

セ

ナ

ト

ー

ル

階

層
の

誇
り

に

満
ち
た

栄

光
の

襲
失

､

そ

の

全

般
的
退

潮
の

原

因
と

は

な
り

え

な
い

｡

こ

の

変
化
に

は

幾
つ

か

の

強
い

緊
張
関

係

が

作
用

し
て

い

た

と

考

え

ね

ば

な
る

ま
い

｡

と
い

う
の

は
､

六

世

紀
後
半
に

お

け

る

司

教
職
の

移
行
に

し
ば

し

ば
セ

ナ

ト

ー

ル

階

層

と
フ

ラ

ン

ク

人

間
の

政

治

的
･

経
済
的

係
争
事
件
が

介
在
し
て

お

り
､

そ

の

例
を

わ

れ

わ
れ

は

ク
コ

記
t
-

星

か

ら

呂

長
日
e

コ
b

F

へ

の

(

1 4
)

移
行
に

お

け

る

ト

リ
エ

ル

に

つ

い

て
､

｢
e

O

ロ
t
i

畠
I

H
･

か

ら

H

訂
r
一

(

1 5
)

t
e

O

F
P

2
日

転
へ

の

ボ

ル

ド

ー

に

つ

い

て
､

ロ
e

巴

計
り

p
t

岳

か

ら

A
･

●

(

1 6
)

g
e

ユ
○

オ

ヘ

の

ヴ
ュ

ル

ダ
ン

に

つ

い

て

見
る

こ

と

が

で

き

る
｡

七

世

㍑

絶
後
半
の

例
は

時
期
的
に

や

や

適
当

で

は

な
い

が
､

オ

ー

タ

ン

や

(

1 7
)

シ

ア

ー

ロ

ン

で

も

同

様
の

事
件
が

起
こ

っ

て

い

る
｡

加
え

て
､

七

世

紀
初
頭
は

メ

ロ

ダ
イ

ン

グ

王

国
に

お

け
る

政

治
の

主

導
権
が

ア

ウ

ス

ト

ラ

ン

ア

か

ら
ノ

イ

ス

ト

リ

ア

に

大
き

く

振
り

替
っ

た

時
期

で

あ

り
､

こ

の

状
況
は

六

八

七

年
ま
で

続

く
｡

そ

の

経
過

は

分

国

王
･

官

等
･

フ

ラ

ン

ク

豪
族
が

入

り

乱
れ

て

複
建
で

は

あ

る

が
､

か

つ

て

ア

ウ

ス

ト

ラ

シ

ア

と

結
ば

れ

て

い

た

セ

ナ

ト

ー

ル

出
身
司

教
ら
は

､

反
ノ

イ

ス

ト

リ

ア

の

旗
峨
を

掲
げ

た

フ

ラ

ン

ク

人
サ

ン

ス

の

司

教

卜

占
仁
S

､

オ

ル

レ

ア

ン

司

教

A

岳
t
→

e

ロ

宏
､

ブ

ー

ル

ジ

(

1 8
)

司

教

A

邑
▲

蕗
-

邑

ら

と

も

ど
も

､

こ

の

激
し
い

政

治

的

転
換
に

対

応
し
て

ゆ

く
の

に

成

功
し

な

か
っ

た

の

で

は

な
か

ろ

う
か

｡

ノ

イ

ス

ト

リ

ア

の

宮
宰

E

す
○

ぎ

に

敵
視

さ

れ

た

司

教
に

は

フ

ラ

ン

ク

人

も

含
ま

れ

て

い

る

が
､

彼
が

ア

ウ

ス

ト

ラ

シ

ア

の

宮

宰

岩
戸
T

t

阜

空
p

p

旨

計
→

冒
t
t

-

e

岩

を

敗

走
さ

せ

た

直
後
追

放
し

た

司

教

や

修
道

院
長
に

は
セ

ナ

ト

ー

ル

出
身
者
が

多

数

を

占

め

て

い

る

し
､

当

時
政

争
の

動
揺
は

教
会

領

域
に

も
っ

と

も

顧

著
で

あ
っ

(

1 9
)

た
｡

こ

の

よ

う
な

事
情
か

ら

す
れ

ば
､

セ

ナ

ト

ー

ル

階

層
か

ら
フ

ラ

ン

ク

人
へ

の

司

教
職
の

交

番
は

少
な

く
と

も

血

縁
や

交

友
と
い

う
平
和
的

移
行
だ

け
で

説

明

す
る

こ

と

は

説

得
的
で

な
い

｡

叶

†

l

l
■

l



( 13 ) メ ロ ダ イ
ン グ時代 の い わ ゆ る ｢ 聖界貴族+ に つ い て

一
サ

と
こ

ろ
で

､

セ

ナ

ト

ー

ル

階

層
に

代
わ
っ

た

フ

ラ

ン

ク

人

司

教

は

教

会

制
度
を

整
備
し

､

教

会
規
律
を

厳
正

に

し
､

ま

さ

に

霊
的

生

活
の

代

表
者

､

聖
界
の

新
ら

し
い

真
の

担
い

手
に

な
っ

た

か

と

言
え

ば
､

決
し
て

そ

う
で

は

な

か
っ

た
｡

｢

フ

ラ

ン

ク

の

支
配

層

は

な

お

極
め
て

粗

野
な

特
徴
を

有
し

､

ほ

と

ん

ど
キ

リ

ス

ト

教
的

(

2 0
)

精
神
に

よ
っ

て

心

を

動
か

さ

れ

な

か
っ

た
｡

+

彼
ら

は

セ

ナ

ト

ー

ル

出
身
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〇
.

〉

H
一

S
.

い

コ

汁

(

2 0
)

E
.

E

弓
-

的
-

P

P

〇
.

-

S
.

ご
†

(

2 1
)

A
.

出
e

記
g
e

臼

g

コ
】

e

n
一

p
.

P

〇
.

､

S
.

謡

戸

A
日

R
r

∞

か
.

(

2 2
)

タ

ロ

ー

ダ
イ

ス

二

世
の

時

代
ソ

ア

ブ

ソ

ン

司

教

区

を

購
入

し
た

修
道
士

出
e

t
t

O
-

e

日

日
払

の

例
1
H
P

ロ
n

打
}

P

P

〇
一

-

Ⅰ
.

∽
.

い

コ

戸

A
日

日
.

今

(

2 3
)

d
J
t

P

S

斡
ロ
｡

t

p
2

訂
r

-

t

E
-

d

昇

〇
.

ひ

ー

冒
g

ロ
e

-

勺
.

J
.

､

什
.

P

村
村
如
く
H
I

.

〇

〇
-

.

か

小

¢
.

(

2 4
)

偽
書

に

よ
っ

て

司

教

区

を

入

手

し

た

H

2
ぎ
仁

ロ

の

司

教

C
F

岩
2
】

ど
ー
呂
G
H
一

)

U
ふ

旦
0

2
巳
P

小

目

官
]

珪
､

H
.

H
巴

-

β
○

く
e

旨
e

-

∞

記
)

Z
l
.

畠
(

ワ

皇
T

)

｡

ア

ウ

ス

ト

ラ

シ

ア

の

仁

仁

粥

呂
寛

t

ど
宏

に

洗

礼
を

施

す
た

め

空
の

聖

棺

(

く

P
O

声
p

C

P

恐
P
)

に

宣

誓
し

た
パ

リ

司

教

A
巴

】

訂
ユ

宏

と

ラ

ン

ス

司

教

声
e

O
-

仁
∽

-
句
り
e

巴
g

駕
-

宏

∽
O

F
U
【

P

聖
F
O

ロ
∽

-

C

す
0

2 .

〇

仁

日

C

O

已
-

n

声
P
t

仁

き

吋

告
払

H

H
.

A
日
日
○

ロ
C
P

村
村
榊
‥

呂
-

g

日
e

-

勺
.

P
.
こ
一
P

榊
舛
H

.

〇

〇
】

.

款
p

(

2 5
)

呂

賢
覧
→
小

c

E

教

会

領
に

関

す
る

司

教

J
甲
声

計
訂
ユ

宏

と
二

人

の

豪

族

G

巴
-

岳
〉

知
-

○
-

▲
旨
払

と
の

係

争

1
d
J
t

p

r
P

n

d
e

訂

註
-

0
･

や

こ
･

呂
P

♂
i

-
-

O

n

e

t

→
F
.

声

已
n

駕
t

(

監
.

)

-

A
c

t

p

仏

甲
ロ
O
t

O

三
日

O

a
i

2 .

払

の
･

官
莞
d
i

邑
こ
+
H
H

こ
･

や

巴
.

幹
-

P

訂
蒜
P

修

院

領

に

対

す
る

ラ

ン

司

教

呂
a

d
e
-

g

駕
-

亡
払

の

例

1
く
ー

t

p

A
日
払

耳
仁

巴
∽

一

〇

+
ご

呂
P

E
-
-

○

ロ

e

什

河

已
n

罵
t

-

P

P

〇
･

､

t
･

H

H
･

中

空
-

一

(

2 6
)

H
p

⊆
U

打
､

P

P

〇
.

-

H
.

∽

.
い

ヨ
汗

戸

A
β

P

-
.

(

2 7
)

こ

れ

ら

に

つ

い

て

は

拭
巴
ト

○

打
､

P

P

〇
.

L
.

坪
山

宗

早
い

00

ご
叶

を

参
照

｡

(

2 8
)

C
F

巴
O

n

司
教

望

臣
○

､

く
巴
e

P
O

e

司

教

A
b

ど
に

対

す

る

作
者

不

詳
の

『

聖
レ

オ

デ

ガ

リ

ウ

ス

伝
』

の

評

言
､

く
叫

t

p

巴
訂

岩

S

賀
邑
｢
e

O

d
e

管
ユ
ー

P

ケ

買
ぇ
0
1
2

呂
○

ロ

対

日
○

〉

○

名
･

く
Ⅰ
Ⅰ

Ⅰ
･

}

:

宅
e

O

e

2 .

m
d
-

粥

ロ
ー

2
已

E

E
〔

0
-

臣
O

e

t

A
♂

b
O
〕

n
O

邑
･

n
e

已
亡
→

e

官
払

0

0

p
-

丘

已

m

品
-

仏

t

e

り

岩
2 .

払

計
巴
n

訂
→

仁
∽

づ

0

〓
⊆
U

ユ
払

訂
白
p
O

ユ
♂

宏

品
2

邑
P

p
2

0

仁

n

訂

5 .

g
i
-

p

ロ
ー

∴
･

こ

ー
せ

巳
粥

ロ
2
●

勺
】

｢

ニ
ー

舛
C
く
H

(

-

∞

ヒ
)

∵
ロ

○
-

.

訟
P

(

2 9
)

H
P

与
○

打

､
P

P

〇
.

〉

H
.

坪
山

ヨ
一
山

∞

p

四

聖
職
者
の

非
｢

貴
族
+

的
性
格

絶
え

ず
変
転
を

続
け
る

メ

ロ

ゲ
イ

ン

グ

期
の

ガ

リ

ア

で

聖

職
者

た

ち
の

置
か

れ

て

い

た

政

治
的

･

社

会
的

状
況
は

セ

ナ

ト

ー

ル

出

身
者
と
フ

ラ

ン

ク

人
と

の

問
で

か

な

り

異
っ

て

お

り
､

ま

た

そ

れ

に

対

す

る

彼
ら
の

対

応
の

仕
方
も

少
な
か

ら

ず
違
っ

て

い

た
｡

し

か

し
､

｢

聖

界
貴
族
+

と

い

う

呼
称
に

係
っ

て

そ

の

性

格

を

問
題

に

し
て

み

る

と
､

両

者
に

は

幾
つ

か

の

共

通

点

が

あ

る
｡

第
一

に
､

彼
ら
の

世

俗

政

治
へ

の

関
心

が

極
め
て

旺

盛
で

あ
っ

た

こ

と

と

も

関

連
し
て

､

彼
ら

本

来
の

聖

職
位
を

支

え
る

べ

き

宗
教
的
権

威
は

ほ

と

ん

ど

自

立

的

た

り

え

な

か
っ

た

こ

と
で

あ
る

｡

彼
ら

は

王

や

更

に

国

利
上
玉

の

役
人

に

過

ぎ

な
い

宮

宰
に

よ

っ

て

さ

え
､

乃
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号 ( 1 6 )

(

1
)

そ

の

政

治
目

標
の

前
に

意
の

ま

ま

に

任

免
さ

れ

た
｡

ロ

ー

マ

教
皇

(

2
)

の

威
光
も

及

ば

ず
､

大

司

教
を

頂
点
と

す
る

敦
階
体

制
も

確
立

せ

(

3
)

(

4
)

ず
､

教
会
会
議
も

国
王

に

よ
っ

て

召
集

さ

れ

る

状
況
の

中
で

は
､

彼
ら
の

聖

職
身
分

を
カ

リ

ス

マ

的
に

も

制
度
的
に

も

保
全
し

う
る

も
の

は

無
に

等
し
か

っ

た
｡

第
二

に
､

｢

貴
族
+

の

重

要
な

一

属
性
た

る

家
柄
も

彼

ら

に

あ

っ

て

は

ほ

と

ん

ど

政

治
的
意
味
を

持

ち

え

な

か

っ

た

こ

と

で

あ

る
｡

セ

ナ

ト

ー

ル

階
層
は

確
か

に

名

門
に

は

違
い

な
か

っ

た

し
､

彼
ら
の

中
に

も

そ

の

意

識
は

強
か

っ

た
｡

し

か

し
､

彼
ら

は

あ

く

ま
で

も
ロ

ー

マ

帝
国
の

政

治
体

制
内
で

の

貴
族
で

あ

り
､

し
か

も

そ

れ

す
ら
四

七

六

年
オ

ド

ワ

カ

ー

ル

の

イ
タ

リ

ア

支

配
､

四

八

六

年
シ

ア

グ

リ

ウ

ス

の

王

国
滅
亡
に

よ
っ

て

そ

の

実
質
的

意
味
も

身

(

5
)

分
的

特
権
も

失
わ

れ

た
｡

ま

し
て

彼
ら

は
フ

ラ

ン

ク

王

国
の

｢

貴

族
+

で

は

な
か
っ

た
｡

五

世

紀
中

葉
の

作
と

言
わ

れ

る

『

レ

ッ

ク

ス

･

サ

リ

カ
』

は

フ

ラ

ン

ク

｢

貴
族
+

に

つ

い

て

さ

え

何
の

語
る

と
こ

ろ

が

な
い

｡

そ

の

第
四

二
早

の

規
定

す
る

｢

国
王

陪
食
官
+

と

し

て

の

ロ

ー

マ

人
に

セ

ナ

ト

ー

ル

階
層
が

多
数
登

用
さ

れ

た

か

(

6
)

ど

う
か

も

疑
わ

し
い

が
､

経
済
力
で

王
の

従

士

を

凌
い

で

い

た

と

推
測
さ

れ

る

彼
ら

が

頗
罪
金
に

お

い

て

前
者
の

半

額
で

あ
っ

た

こ

と

は
フ

ラ

ン

ク

側
か

ら

見
た

彼
ら
の

地

位
が

決
し
て

高
い

も
の

で

サ

ーl

な
か

っ

た

こ

と

を

示

す
だ

ろ

う
｡

フ

ラ

ン

ク

人

聖

職
者
も

七

世

紀

β

に

入
る

と

p
O
t

e

已
e

∽

と

同

列
に

並
ぶ

し
､

そ

の

中

に

は

A

⊇
已

ヂ

呂
e

t

N
}

J
i

亡

d

弓

ど

く
･

→
ユ
2

1
､

河
○

ヨ
寛
-

○

ど

く
･

H
P

訂
･

邑
仁

日

を

初

め

と

す
る

名

門
出
身
が

少

な

く

な
か

っ

た
｡

こ

れ

ら

が

名

門
と

さ

れ

る

の

は

言
う
ま

で

も

な

く

彼
ら
が

直
接

･

間
接
カ

ロ

リ

ン

グ

王

家
と

繋
る

こ

と

に

よ

る
｡

し
か

し
､

カ

ロ

リ

ン

グ

家
の

名

門
た

る

地

位
の

確
立

す
る

の

は

早

く
て

七

世

紀
末
で

あ

る
｡

そ

れ

以

前
ア

ウ

ス

ト

ラ

シ

ア

宮
宰
の

フ

ラ

ン

ク

王

国

内
で

の

地

位
は

極
め
て

不

安
定
で

あ

り
､

特
に

G

ユ
目
○

巴
d

の

刑
死
(

六

五

六

/
七

年
)

後
は

ま

さ

に

風
前
の

灯
で

あ
っ

た
｡

彼
ら
が

再
び

撞
頭
し

え

た

の

は

偶

然
的
な

政

治
的

好
条
件
に

よ

る

と
こ

ろ

多
く

､

七

世

紀
当

時
は

状

勢
如
何
で

は

そ

の

ま
ま

消
え

去
っ

た
か

も

知
れ

な
い

よ

う
な

､

流

動
的
で

不

分

明

な

状
況
に

置
か

れ

て

い

た

と

え

う
の

が

実

情
だ

ろ

(

7
)

う
｡

つ

ま

り
､

こ

れ

ら
の

聖

職
者
が

た

と
い

名

門
の

出
で

あ
っ

た

と

し
て

も
､

そ

れ

は

後
代

､

少
な

く
と

も

八

世

紀
以

降
名

門
と

さ

(

S
)

れ

た

も

の

の

祖

先
に

過

ぎ

な
い

｡

し

か

も

家
門
そ

の

も

の

は

｢

聖

界
貴
族
+

の

不

可
欠
の

前
提
条
件
と

は

限
ら

な
い

｡

第
三

に
､

セ

ナ

ト

ー

ル

階
層
も

フ

ラ

ン

ク

人

]

盲
t

e

ロ
t

e

∽

も

あ

る

意
味
で

は

確
か

に

大

土
地

所
有
者
で

あ
っ

た

が
､

こ

こ

で

主

に

問
題
に

し
た

六
･

七

世

紀
に

お

い

て
､

特
に

聖

職
者
な
い

し

教
会



( 1 7 ) メ ロ ゲ イ ン グ時代 の い わゆ る ｢ 聖界貴族+ に つ い て

●

が
コ

ン

パ

ク

ト

な

土
地

支

配
を

貫
徹
し

､

真
に

経
営
的
な

意
味
で

の

大

土

地

所
有
者

､

土

地

領
主

的

存
在
で

あ
っ

た
か

ど

う
か

は

甚

だ

疑
問
で

あ
る

｡

確
か

に

大
土

地

所
有
と

し
て

の

セ

ナ

ト

ー

ル

階

層
は

吋

巴
-

亡
口

岳

計

り
ロ
ー
ー

P
)

A
り
○
-
-

-

日
p

ユ
切

望
(

冒

2 .

宏
-

S

巴
ま
P
声

宏

(

9
)

タ

呂
告

邑
】

-

e

に

よ
っ

て

画
か

れ

て

い

る

通

り

で

あ
っ

た

ろ

う
し

､

そ
の

壮
麗
な
ウ

ィ

ラ

の

情
景
は

そ

れ

を

支
え
る

土

地

所
有
の

行
き

と

ど
い

た

管
理

内

容
を

推
測
せ

し

め
る

に

足
る

｡

し

か

し
､

こ

れ

ら
の

人
々

は

す
ぺ

て

四
･

五

世

紀
に

属
す
る

し
､

セ

ナ

ト

ー

ル

階

層
が

フ

ラ

ン

ク

王

国
で

重

大
な

変
貌
を

示

す
六

世

紀
以

降
､

特
に

七

世

紀
に

お

い

て

も

同

様
の

状
態
に

あ
っ

た

か

ど

う
か

は

自
明
で

(

1 0
)

な
い

｡

フ

ラ

ン

ク

人

は
セ

ナ

ト

ー

ル

の

土

地

に

は

手

を
つ

け

な
か

っ

た

と

言
わ

れ

る

が
､

こ

れ

に

反
す
る

事
実
は

幾
つ

も

伝
え
ら

れ

(

n
)

て

お

り
､

六

世

紀
後
半
に

は
セ

ナ

ト

ー

ル

出
身
司

教
領
に

明
ら

か

(

1 2
)

な

荒
廃
が

看
取
さ

れ

る
｡

他

方
フ

ラ

ン

ク

聖
職
者
も

確
か

に

大
土

地

所
有

者
で

あ
っ

た
｡

今
日

葛
t

e

已
e

払

は

｢

領
主

的
貴
族
+

､

｢

自

(

1 3
)

生

的

貴
族
+

の

意
に

解
さ

れ

て

い

る

が
､

も

し
そ

う
だ

と

す
ば

勅

令
中
で

こ

れ

と

同

列
に

置
か

れ

る

こ

と
の

多
か
っ

た

聖
職
者
も

ま

た

｢

領
主

的

聖
界
貴
族
+

と

称

レ
て

よ

い

こ

と

に

な
る

｡

果
し
て

そ

う
だ

ろ

う
か

｡

こ

の

問
題
は

西
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

に

お

け

る

聖
界
グ

ル

ン

ト
ヘ

ル

シ

ァ

フ

ト

の

発

端
そ

の

も
の

に

係
る

も
の

で

あ

り
､

一

●

激
し
い

論
争
を

伴
っ

た

長
い

研
究
史
の

伝

統
を

持
つ

だ

け
に

軽
々

し

く

答
え

難
い

問
題
で

あ

る

が
､

所
領
構
造
の

ほ

と

ん

ど

分

明

し

な
い

メ

ロ

ダ
イ

ン

グ

期
の

土

地

所
有
を

領
主

制
と

し

て

把

握
す
る

こ

と

は

難
か

し
い

｡

フ

ラ

ン

ク

王

国
の

辺

境
た

る

呂
p
P
∽

す
訂

E

附

近
に

八

世

紀
初
頭
定

住
し

た

い

わ

ゆ
る

W
≡
-

訂
○

昆
f

岩
n

訂
n

の

ぅ
ち
に

グ

ル

ン

ト
ヘ

ル

約

諾

関
係
の

最
初
の

明

確
な

例
が

見

ら

れ
､

し
か

も

そ

の

諸

関

係

を

反
映

し

て

い

る

J
2

粥

句

㌢
ロ

8

岩
m

C
F
p

ヨ
p

召
2
2

が

言
わ

れ

る

如
く

日

誌
岩
口

訂
n

な

も
の

で

な
い

(

1 4
)

と

す
る

と
､

七

世

紀
以

前
の

ガ

リ

ア

中
心

部
に

領
主

制
の

遍
在

を

主

張
す
る

こ

と

は
で

き
に

く
い

だ

ろ

う
｡

最
近

U
p

5 .

み

H
2

旨
-

呵

が

八

世

紀
以

降
十
二

世

紀

ま
で

の

教
会
所
領
に

関
す
る

統
計
学
的

研

究
の

中
で

､

八

世

紀
以

後
に

起
る

教
会

所
領
の

増
大
と
の

関

連

で

メ

ロ

ゲ
イ

ン

グ

期
に

言

及
し

た

際
､

こ

の

時
期
に

お

け

る

土

地

所
有
権
は

空

疎
な

邑
g

2.〇
ユ
巴

p

記
3
g

邑
言

に

基
づ

い

た

d

?

m
i

日

日

日
､

つ

ま

り
2

邑
ロ
e

n
t

O

司
ロ
e

諾

E
中

臣
邑
○

弓

○

弓
ロ
e

謡

E
せ

な
の

で

あ
っ

て
､

現

実
的
な

所
有
権
と

経

営
権
と

を

兼
ね

具

え

た

星

邑
イ

喜
t

蔓
､

つ

ま

り

ぎ
日
e

聖
賢
e

O

喜
一

e

→

巴
E
p

で

は

な
い

､

従

っ

て

当

時
の

教

会

領
は

経

営
的
な

意
味
で

は

い

や

し

く

も

g
→

e

P
t

p

3
せ
e

→
t

叫

と

考
え

る

こ

と

は

ほ

と
ん

ど

で

き

な
い

､

と

主

張
し

て

(

1 5
)

い

る

こ

と

は

注

目
に

伸
す
る

｡

J 7
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以

上
の

諸

点

を

通

観
す
る

と
､

メ

ロ

ダ
イ

ン

グ

時
代
の

聖

職
者

を
い

わ

ゆ

る

｢

聖

界

貴
族
+

と

規
定

す
る

こ

と

は
か

な
り

困
難
で

あ

る
｡

同

じ
こ

と
は

修
道
院
長
や

修
道
院

儲

に

つ

い

て

も

言

え

る
｡

も
っ

と

も
､

後
者
の

場
合
は

そ
の

理

由
が

異
な
る

し
､

七

世

紀
初
頭
の

政

治

的
転
換
と

修
道

制
と

の

関
連
は

別
に

考

察
し
な

け

れ

ば

な

ら

な
い

が
､

こ

こ

で

は

こ

の

頃
ガ

リ

ア

を

席
捲
し

た

ア

イ

ル

ラ

ン

ド

系
修
道
別
に

つ

い

て

の

ド

ー

ソ

ン

の

次
の

評
言
を

記

す

に

止

め

よ

う
､

｢

ア

イ
ル

ラ

ン

ド

の

修
道
士
ら
は

彼
ら

自

身

農

民

の

出
で

あ
っ

た
､

･

‥

一

刀

来
彼
ら
の

大
多
数
は

例
え

ば
ソ

ン

ム

河

畔
聖

ヴ
ァ

レ

リ

ー

修
道
院
の

創
建
者
ワ

ラ

リ
ッ

ク

の

よ

う
な

農
民

出
身
で

あ
っ

た

し
､

ま

た

生
れ

は

貴

族
で

あ
っ

た

人

た

ち

で

さ

え
､

そ
の

生

涯
を

農
民
で

終
っ

た
｡

例
え

ば
ラ

ン

ス

附
近

の

聖

テ

ィ

エ

リ

ー

修
道
院
長

テ

オ

ド

ゥ

ル

フ

の

如
き

は

労
働
を

止

め
た

こ

と

な

く
､

彼
の

用
い

た

鋤
は

農
民

に

よ
っ

て

聖

遺
物
と

し

て

教
会

(

1 6
)

内
に

掲
げ

ら
れ

て

い

る

ほ

ど
で

あ
る

｡

+

修
道
院
が

物

心

両

面

に

お

い

て

貴
族
化

す
る

の

は

初
期
カ
ロ

リ
ン

グ

家
の

支

配

力
の

固
ま

る

七

世

紀
末
菓
以

後
で

あ

る

こ

と

は

ワ

イ

セ

ン

ブ

ル

ク

修
道
院

が

(

1 7
)

例
示

す
る

だ

ろ

う
｡

(

1
)

王
に

よ

る

叙

任

例
に

つ

い

て

は

二

の

注
(

1 7
)

を

見

よ
｡

官

軍

河
p
的
p

ロ

許
-

早

H
b
r

O

早

口
勺

甘
ロ

n

訂
→

呂
-

t
t

-

e
→

e
､

円

実
-

琵

琶
t

e
-

_

▲

ら
に

よ

る

任
免

に

つ

い

て

は

出
空
←

○

打

一
戸

p

〇
･

一

【

.
坪

山

ご
一

い

謎

β

-
誌
-

い

∽

勺
→
P

ロ
n

訂
-

-
S

.

笥
f

.

を

参
照

｡

(

2
)

ロ

ー

マ

に

近
い

バ

イ
エ

ル

ン

で

さ

え

教

皇
は

宮

宰
の

前
に

無

力

で

あ
っ

た
､

H
一
→
F
c

E
e

】

田
-

3
F
e

n

g
e

岩
F

訂

E
e

S
O

F
弓
P

b
e

戸

口
d

.

Ⅰ

:

∽
t

仁
什
t

g
P

ユ
ー

¢

旨
-

S

.
∞
〇

一

(

3
)

P

訂
t

づ
U

p
O

亡
t

p
ロ

く
e

r

b
P

ロ

d

の

存

在
を

推

測
さ

せ

る

例

は

あ

る

(

E
.

E

w
‥
軒

P

P

〇
.

)
∽

.
-

N

¢

-
呂
e

t

N

-
→
○

早

く
e

a
仁

n
い

n
O

呂

邑
-

か
〉

P

P

〇
.

-

中
一

○

山

一
出
O

a
e

P

仁

メ

A
ロ

g
O

已
か

ヨ
e

}

崇
ユ
･

g

亡
e

仁

即

勺
O

E
e

→
∽

”

G
→

e

g
O
→

旨
∽

､

ロ

ワ
一

Ⅰ

〆

き
1
£
.
舛

+
u

)

｡

し

か

し

当

時
の

フ

ラ

ン

ク

王

国

に

は

大

司

教

は
な

お

僅

少
で

あ
っ

た

(

出
P

仁
○

打
}

P

P

〇
.

〉

H

H
.

∽
.

設

戸

A
n
出

P

や
)

こ

と

か

ら

す

る

と
､

敦

階

制

度
は

ほ

と

ん

ど

体

系
化

さ

れ
て

い

な
か

っ

た

と

考
え

ら

れ

る
｡

(

4
)

C
-

○

ユ
払

に

よ

る

○

ユ
か

p

ロ
∽

H
一

(

㌍
-

)

､

C

E
-

d
e

b
e

r

:
.

}

C

E
?

t

琶
ど
r

→

1
.

､

→
F
e

戸
d

e
→

i

O

F

H

.

に

よ

る

○
ユ
か

P

n
包

I

i
.

(

い

い
い

)

､

C

E
E
e

訂
→
t

H
.

に

よ

る

○

ユ
か

P

ロ
∽

く
.

(

窒
¢
)

と

勺
P

ユ
∽

I

1
.

(

設
N

)

､

G
ロ

ロ
t

ど
P

m

に

よ

る

J
)

さ
ロ

l
I

(

設
←

-
い

冒
)

一
呂

㌢
○

ロ

H
.

(

∽

∞

レ
)

〉

く
巴
e

ロ
O

e

{

Ⅰ
.

(

諾
ぃ
)

一
己

ぎ
O

n

I

H
.

(

諾
ぃ

)
一

勺
○
-

江
e

記

(

治
○
)

､

C

E
-

勺
叩

ユ
○

ど

に

よ

る

勺
P

ユ
∽

Ⅰ

く
.

(

い

ヨ
)

1
出
e

｢
ロ

i

(

い

∞

○
)

､

C

E
】

d
e

訂
ユ
H

H
.

に

よ

る

呂
e
t

N

(

治
○
)

､

C

E
O
t

F

P
O

F

P
→

H
H

.
に

よ

る

勺
P

ユ
∽

く
.

(

巴

土

等
の

多

数
の

例
｡

教

会

法
上

皇

帝
･

国

王

に

よ

る

教

会

会

議
の

召

集
は

規

定

さ

れ
て

い

な
い

が
､

フ

ラ

ン

ク

王

は
こ

の

点
で

ロ

ー

マ

帝

国
の

慣

例
に

倣
っ

た

だ

け
か

も

知
れ

な
い

､

-
.

G
P

仁

d
e

喜
e

t
一

P

甲
〇
.

〉

ワ

£
か

ト
芸
い

を

参
照

｡

(

5
)

か

つ

て

汝

的
な

意

味

で

の

一

つ

の

身

分

で

あ
っ

た

O

a
O

芳
･

●

申



( 1 9 ) メ ロ ダ イ ン グ時 代 の い わ ゆ る ｢ 聖界 貴族+ に つ い て

ロ

巳
○
→

ど
仇

は
フ

ラ

ン

ク

時

代
に

は

存

在
し

な

か

っ

た
､

S

p

岩
n

d
e
-

一

P

P

〇
.〉

∽
.

ご

戸

担
n

m
.

-

γ

(

6
)

フ

ラ

ン

ク

王

国
の

事
情
に

通
じ

た
セ

ナ

ト

ー

ル

出

身

G

詔

笥
→

く
･

→
○

喜
払

の

H
-

∽

ど
ユ
p

句

冒
ロ
｡

｡

岩
m

に

は

こ

の

官

職

な
い

し

身

分
が

一

度

旦
一一口

及

さ

れ

て

お

ら

ず
､

却
っ

て

ゲ
ル

マ

ン

人

に

そ

の

例
を

見
る

､

-
○

ロ

a

-
d

J
t

p

C
O

-

仁

ヨ
】

旨
】

三

£

∴
{

→
ロ

n
O

ロ

n
亡
∽

①

3
ロ

ゴ.

ユ
切

)

C
F

3
n
O

仁

巴
已
ト
S

n
O

m

ど
e

l
q

已

P

邑
t

p

巨

→

訂
?

d
e

訂
r
t

-

諸
色

i

n

O

｡

n
j

亮
-

亡

2

F
訂

訂

丁
こ

ぃ

-

b
山

戸

さ

=

U
e

i

ロ

d
e

監
ソ

訂
-

d
e

n
s

2

0

胃
i

㌢
ヨ

り

3
笥
1

邑

∵
=

宅
琵
P

ヨ

く

耳

臼
○

訂
-

i

∽

H

品
n
2

ユ
c

宏
仁

→
F
e

亡

瓦
e

b
2

邑
0

0

n

ま
づ

ヂ

く

キ

監
7

p
-

e

n
仏

e
t

3
ロ

邑
二
払

1

2

g
-

∽

g

昌
ど
∽

①
什

n
O

E
-

ぎ
p
-

e

P
O

旨
勺
-

e

n
t

訂

言
亡

巳

宏
e

→

P
t

･

｡

(

写
g

n
2

】

勺
一

｢
l

t

.
J
舛
如
如
く
I

H

こ

○

阜
-

○
レ

n

山

-

○

い

ゃ
)

(

7
)

ロ

品
○

訂
ユ
H

･

の

死
(

六
三

八

/
九

年
)

か

ら
ノ

イ
ス

ト

ワ

ァ

の

無

能

な

官

軍

出
2

2

訂
1

が

六
八

七

年

→
e

l

キ
ー

の

会

戦
で

空
で

p
i

n

d
2

1

呂
t
t
}

2

1

2

に

敗
れ

､

初

期
カ

ロ

リ

ン

グ

家

に

漸
く

曙

光

が

見

え

始
め

る

ま

で

の

経

過
に

つ

い

て

は

H

呂
○

打
-

P

P

〇
.

､

S
.

少
い

N

-
山

ご

を

参

照
｡

(

8
)

そ
の

一

二

言
例
に

つ

い

て

は

E
.

E

皇
的
-

P

P

〇
.

-

S

+
-

∞

-
-

N

O

を

見
よ

｡

(

9
)

勺

告
ご
n

宏
d
2

評
-

-

p
-

申

喜
訂
註

t

ぎ
0

払
)

く
･

N

O

h

-
N

ご
(

C
O

?

写
∽

∽
○

ユ

官
0

2
m

哲
○
-

2

∽
i

邑
-

0

0

2
2

ど
き
ロ

2
2
､

-
.

如

≦
一

}

≦
｡

｡

n
｡

-

00

∞

加
､

勺

･
N

¢

ヅ
こ

A
p

｡
】

-

旨
a

旨
∽
-

d
O

ロ

ど
∽

も
p

i

賢
-

P
e

､

-

H
･

N

L
く
･

N
-

､

く

∴
や

ヨ
H
I

･
ト

ニ
岩
笥
2

-

吋
･

｢

こ
･

卜

く
l

I
I

.

)

邑
･

ミ
レ

1
¢

-

h

N

レ .

-
か

▼
h

主
-
u

}

諺
N

-
い

)

…

紆
-

ま

賀
宏
-

O
e

一

♯

習
訂
ヨ

邑
O
n
e

D
2

:
く
･

山
)

≦
H

･

N

こ
(

買
電
e

､

吋
.

r
t

.

H

L

ロ
一
〇

〇
-

.

ざ
ー

r ｡

戸

-

山

N

)

(

1 0
)

G
1
2

笥
く
･

ぎ
宅
地

は

六

世

紀

に

つ

い

て

富

裕

な
セ

ナ

ト

ー

ル

の

存

在
を

伝
え

て

い

る

が
､

そ

の

数

は

四
･

五

世

紀
に

此

し

意
外

に

少

な
く

､

A
p

O

≡
n

2
ユ
∽

の

妹

空

邑
d
-

ロ
p

お

よ

び

ト

ウ

ー

ル

司

教

句

宗
n

邑
-

○

と

妻

C
-

賀
P

の

二

例
に

過

ぎ
な
い

(

ロ

句
一

こ
H
I

一

N

こ
N

小

声

2
-
戸

出
亡
O

F

莞
J
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